
自主点検表の作成について
１　　趣旨

２　　実施方法
(1)

(2) 　複数の職員で検討のうえ点検してください。
(3) 　点検結果については、実施後３年間の保管をお願いします。
(4) 　「はい・いいえ」等の判定については、該当する項目に✔をするか、○で囲ってください。
(5)

(6) 　介護予防福祉用具貸与の指定を受けている事業所は、第２も点検してください。

３　　根拠法令・参考資料の名称
　この点検表に記載されている根拠法令・参考資料の略称の詳細は、以下のとおりです。

事業所番号

自主点検表　（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与）

7 年令和 介護サービス事業者一般監査提出資料

事業所の名称

事業所の所在地 〒

連絡先
電話番号 ＦＡＸ番号 ｅメール

日

開設法人の名称

開設法人の代表者名

管理者名

記入者 職名 氏名

記入年月日 令和 年 月

施行規則 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

施行令 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

川越市福祉部指導監査課
電話番号：０４９－２２４－６２３７    　e-mail:shidokansa★city.kawagoe.lg.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＠部分を「★」と表示しています。）

　利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を
点検し、人員、設備及び運営に関する基準が守られているか常に確認することが必要です。
　そこで市では、介護サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等
運営指導マニュアル等を基に、自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、自主点検
をお願いし、市が行う事業者指導と有機的な連携を図ることとしました。

名　　　称

法 介護保険法（平成9年法律第123号）

　判定について該当する項目がないときは、選択肢に二重線を引き、「事例なし」又
は「該当なし」と記入してください。

略　　　称

　毎年定期的に実施するとともに、事業所への運営指導が行われるときは、他の関係
書類とともに、市へ提出してください。なお、この場合、控えを必ず保管してくださ
い。

平24条例46
川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例（平成24年12月21日条例第46号）

平24条例47
川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準等を定める条例（平成24年12月21日条例第47号）



平25規則34
川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例施行規則（平成25年3月29日規則第34号）

平25規則35
川越市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準等を定める条例施行規則（平成25年3月29日規則第35号）

平11厚令37
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11
年3月31日厚生省令第37号）

平18厚労令35
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予
防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
（平成18年3月14日厚生労働省令第35号）

平11老企25
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
（平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

高齢者虐待防止法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成
17年11月9日法律第124号）

平12厚告19
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10
日厚生省告示第19号）

平12老企36

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について（平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課
長通知）

平18厚労告127
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3
月14日厚生労働省告示第127号）

平30厚労告80
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準
（平成30年3月22日厚生労働省告示第80号）

平27厚労告94
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年3月23日厚生労
働省告示第94号）

平27老振発第0327第3号
複数の福祉用具を貸与する場合の運用について（平成27年3月27日老振発
第0327号厚生労働省老健局振興課長通知）

平27厚労告95

平27厚労告96

厚生労働大臣が定める基準（平成27年3月23日厚労告第95号）

厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年3月23日厚労告第96号）



１
(1)

(2)

(3)

(4) ※

１
(1) ○

(1) 車いす

(2) 車いす付属品

(3) 特殊寝台

①
②

(4) 特殊寝台付属品

(5) 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
①

②

(6) 体位変換器

(7) 手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

平25規則34第209条

送風装置又は空気圧調整装置を備えた空
気マット
水等によって減圧による体圧分散効果を
もつ全身用のマット

自主点検項目

第１－１　一般原則（福祉用具貸与）

はい・いいえ
・該当なし

マットレス、サイドレール等であって、特殊
寝台と一体的に使用されるものに限る。

空気パット等を身体の下に挿入することによ
り、居宅要介護者等の体位を容易に変換でき
る機能を有するものに限り、体位の保持のみ
を目的とするものを除く。

クッション、電動補助装置等であって、車い
すと一体的に使用されるものに限る。

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り
付けることが可能なものであって、次に掲げ
る機能のいずれかを有するもの。

背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

基本方針

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は
介助用標準型車いすに限る。

福祉用具貸与の事業は、要介護状
態となった場合においても、その
利用者が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができる
よう、利用者の心身の状況、希望
及びその置かれている環境を踏ま
えた適切な福祉用具の選定の援
助、取付け、調整等を行い、福祉
用具を貸与することにより、利用
者の日常生活上の便宜を図り、そ
の機能訓練に資するとともに、利
用者を介護する者の負担の軽減を
図るものとなっていますか。

第１－２　基本方針（福祉用具貸与）

一般原則
利用者の意思及び人格を尊重し
て、常に利用者の立場に立った
サービスの提供に努めています
か。

指定居宅サービスの事業を運営す
るに当たっては、地域との結び付
きを重視し、関係する市町村、他
の居宅サービス事業者その他の保
健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との連携に努めてい
ますか。

利用者の人権の擁護、虐待の防止
等のため、必要な体制の整備を行
うとともに、その従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講じて
いますか。

指定居宅サービスを提供するに当
たっては、法第118条の2第1項に
規定する介護保険等関連情報その
他必要な情報を活用し、適切かつ
有効に行うよう努めていますか。

指定居宅サービスの提供に当たっては、法第118条
の2第1項に規定する介護保険等関連情報等を活用
し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進
することにより、提供するサービスの質の向上に
努めなければならないこととしたものです。
この場合において、「科学的介護情報システム
（ＬＩＦＥ：Long-term care Information system
For  Evidence）」に情報を提出し、当該情報及び
フィードバック情報を活用することが望ましいで
す。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第3条第
1項

平25規則34第3条第
2項

平25規則34第3条第
3項

平25規則34第3条第
4項

平11老企25第3・
1・3(1)

介護保険の給付対象となる福祉用具は、｢厚生労働
大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具
貸与に係る福祉用具の種目｣(平成11年3月31日 厚
生労働省告示第93号)及び｢介護保険の給付対象と
なる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて｣(平
成12年1月31日 老企第34号)において定められた種
目となります。

床板の高さが無段階に調整できる機能

【福祉用具貸与】1



自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(8) スロープ

(9) 歩行器

①

②

(10)歩行補助つえ

(11)認知症老人徘徊感知機器

(12)移動用リフト（つり具の部分を除く。）

(13)自動排泄処理装置

○ 複合的機能を有する福祉用具について

(1)

(2)

(3)

○

１ ○ 「常勤換算方法」(用語の定義)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、
身体をつり上げ又は体重を支える構造を有す
るものであって、その構造により、自力での
移動が困難な者の移動を補助する機能を有す
るもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除
く。）

基本的事項(用語の定義)
平11老企25第2・
2(1)

　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業
所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32
時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で除す
ることにより、当該事業所の従業者の員数を常勤
の従業者の員数に換算する方法をいうものです。
この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に
係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数
であり、例えば、当該事業所が福祉用具貸与と訪
問介護の指定を重複して受ける場合であって、あ
る従業者が福祉用具専門相談員と訪問介護員を兼
務する場合、福祉用具専門相談員の勤務延時間数
には、福祉用具専門相談員としての勤務時間だけ
を算入することとなるものです。
　ただし、雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第
113号)第13条第1項に規定する措置(以下「母性健
康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業
法」という。)第23条第1項、同条第3項又は同法第
24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若し
くは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両
立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が
自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育
児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等
の措置」という。)が講じられている場合、30時間
以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、
常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたもの
とし、1として取り扱うことを可能とします。

段差解消のためのものであって、取付けに際
し工事を伴わないものに限る。

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有
し、移動時に体重を支える構造を有するもの
であって、次のいずれかに該当するものに限
る。

車輪を有するものにあっては、体の前及
び左右を囲む把手等を有するもの
四脚を有するものにあっては、上肢で保
持して移動させることが可能なもの

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフス
トランド・クラッチ、プラットホームクラッ
チ及び多点杖に限る。

２つ以上の機能を有する福祉用具については、次
のとおり取り扱ってください。

それぞれの機能を有する部分を区分できる場
合には、それぞれの機能に着目して部分ごと
に１つの福祉用具として判断してください。

区分できない場合であって、購入告示に掲げ
る特定福祉用具の種目に該当する機能が含ま
れているときは、福祉用具全体を当該特定福
祉用具として判断してください。

特定福祉用具の種目に該当しない機能が含ま
れる場合には、法に基づく保険給付の対象外
として取り扱ってください。

当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を
有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器にお
いて、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該
通信機能に相当する部分が区分できる場合には、
当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対
象とします。

第１－３　人員に関する基準（福祉用具貸与）

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、
かつ、尿や便の経路となる部分を分割するこ
とが可能な構造を有するものであって、居宅
要介護者等又はその介護を行う者が容易に使
用できるもの（交換可能部品（レシーバー、
チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路と
なるものであって、居宅要介護者等又はその
介護を行う者が容易に交換できるもの）を除
く。）

認知症である老人が屋外へ出ようとした時
等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ
通報するもの。

【福祉用具貸与】2



自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

○ 「常勤」(用語の定義)

○

２
(1) ○

①

○
②

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」(用語の定
義)

労働時間の適正な
把握のための使用
者が講ずべき措置
に関するガイドラ
イン（平成29年1月
20日付け基発0120
第3号）

労働基準法第109条

従業員の労働時間（始業・終業時
刻）は、次のいずれかの方法によ
り適正に把握されていますか。

使用者が、自ら現認すること
により確認し、適正に記録

タイムカード、ＩＣカード、
パソコンの使用時間の記録等
の客観的な記録を基礎として
確認し、適正に記録

　原則として、サービス提供時間帯を通じて当該
サービス以外の職務に従事しないことをいうもの
です。この場合のサービス提供時間帯とは、当該
従業者の当該事業所における勤務時間をいうもの
であり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いま
せん。

平11老企25第2・
2(4)

　当該事業所における勤務時間が、当該事業所に
おいて定められている常勤の従業者が勤務すべき
時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本と
する)に達していることをいうものです。ただし、
母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のため
の所定労働時間の短縮等の措置が講じられている
者については、利用者の処遇に支障がない体制が
事業所として整っている場合は、例外的に常勤の
従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱
うことを可能とします。
　同一の事業者によって当該事業所に併設される
事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて
隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がな
い場合は、その他の事業所を含む。）の職務で
あって、当該事業所の職務と同時並行的に行われ
ることが差し支えないと考えられるものについて
は、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業
者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要
件を満たすものであることとします。
　例えば、１の事業者によって行われる短期入所
生活介護事業所と居宅介護支援事業所が併設され
ている場合、短期入所生活介護事業所の管理者と
居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者
は、その勤務時間の合計が所定の時間に達してい
れば、常勤要件を満たすことになります。
　また、人員基準において常勤要件が設けられて
いる場合、従事者が産前産後休業、母性健康管理
措置、育児休業、介護休業、育児休業に関する制
度に準ずる措置又は育児休業に準ずる休業を取得
中の期間において、当該人員基準において求めら
れる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の
従業者の員数に換算することにより、人員基準を
満たすことが可能であることとします。

平11老企25第2・
2(3)

　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業
所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32
時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で除す
ることにより、当該事業所の従業者の員数を常勤
の従業者の員数に換算する方法をいうものです。
この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に
係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数
であり、例えば、当該事業所が福祉用具貸与と訪
問介護の指定を重複して受ける場合であって、あ
る従業者が福祉用具専門相談員と訪問介護員を兼
務する場合、福祉用具専門相談員の勤務延時間数
には、福祉用具専門相談員としての勤務時間だけ
を算入することとなるものです。
　ただし、雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第
113号)第13条第1項に規定する措置(以下「母性健
康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業
法」という。)第23条第1項、同条第3項又は同法第
24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若し
くは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両
立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が
自主的に設ける所定労働時間の短縮措置(以下「育
児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等
の措置」という。)が講じられている場合、30時間
以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、
常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたもの
とし、1として取り扱うことを可能とします。

基本的事項（労働時間の管理）

　労働時間の記録（出勤簿、タイムカード等）
は、５年間保存しなければなりません。

　①、②によらず、自己申告制により労働時間を
把握せざるを得ない場合は「労働時間の適正な把
握のための使用者が講ずべき措置に関するガイド
ライン」４（３）に定める措置を講じる必要があ
ります。

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

３
(1) ○

① 保健師
② 看護師
③ 准看護師
④ 理学療法士
⑤ 作業療法士
⑥ 社会福祉士
⑦ 介護福祉士
⑧ 義肢装具士
⑨

○

４
(1) ○

①

②

平24条例46第91条事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置いています
か。

平24条例46第90条
第1項

労働基準法第109条タイムカード、ＩＣカード、
パソコンの使用時間の記録等
の客観的な記録を基礎として
確認し、適正に記録

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　労働時間の記録（出勤簿、タイムカード等）
は、５年間保存しなければなりません。

　ただし、次の場合であって、当該事業所の管理
業務に支障がないときは、他の職務を兼ねること
ができます。　当該事業所の福祉用具専門相談員として職

務に従事する場合
　同一の事業者によって設置された他の事業
所、施設等の管理者又は従業者としての職務
に従事する場合であって、当該他の事業所、
施設等の管理者又は従業者としての職務に従
事する時間帯も、当該指定福祉用具貸与事業
所の利用者へのサービス提供の場面等で生じ
る事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び
業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じ
ないときに、当該他の事業所、施設等の管理
者又は従業者としての職務に従事する場合
（この場合の他の事業所、施設等の事業の内
容は問いませんが、例えば、管理すべき事業
所数が過剰であると個別に判断される場合
や、併設される訪問系サービスの事業所の
サービス提供を行う従業者と兼務する場合
（訪問系サービス事業所における勤務時間が
極めて限られている場合を除く。）、事故発
生時等の緊急時において管理者自身が速やか
に指定福祉用具貸与事業所又は利用者への
サービス提供の現場に駆け付けることができ
ない体制となっている場合などは、管理業務
に支障があると考えられます。）

平11老企25第3・
11・1(2)
(準用1・1(3))

平11老企25第3・
11・1(1)③

管理者

事業者ごとに置くべき福祉用具専
門相談員の員数は、常勤換算方法
で２人以上配置されていますか。 施行令第4条第1項

福祉用具専門相談員は、次のいずれかに該当する者とします。

福祉用具専門相談員指定講習事業者により行
われる当該講習課程を修了し、当該福祉用具
専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具
専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の
交付を受けた者

従業者

　福祉用具専門相談員の員数については、常勤換
算方法で２人以上とされていますが、当該福祉用
具貸与事業者が、介護予防福祉用具貸与、特定福
祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売に係る
事業者の指定を併せて受ける場合であって、これ
らの指定に係る事業所と福祉用具貸与事業者が一
体的に運営される場合については、常勤換算方法
で２人以上の福祉用具専門相談員を配置すること
をもって、これらの指定に係るすべての人員基準
を満たしているものとみなすことができます。し
たがって、例えば、同一の事業所において、福祉
用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具
販売、特定介護予防福祉用具販売の４つの指定を
併せて受けている場合であっても、これらの運営
が一体的になされているのであれば、福祉用具専
門相談員は常勤換算方法で２人でもって足りるも
のです。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

１
(1) ○

○

○

(2) ①
ア
イ

②

○

１
(1) ○

① 　運営規程の概要
② 　	福祉用具専門相談員の勤務体制
③ 　事故発生時の対応
④ 　苦情処理の体制　等

○

２
(1) ○

○

①

②

③

３
(1)

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

当該事業所の現員からは利用申込に応じきれ
ない場合

はい・いいえ
・該当なし

正当な理由なくサービスの提供を
拒んでいませんか。

　特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス
の提供を拒否してはいけません。

　他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合
であって、福祉用具貸与の事業及び当該他の事業
所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他
の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備
品等を使用することができるものとします。

平25規則34第210条
第1項

平11老企25第3・
11・2

設備及び備品等

内容及び手続の説明及び同意

平25規則34第210条
第2項

　同意については、利用者及び福祉用具貸与事業
者双方の保護の立場から書面によって確認するこ
とが望ましいです。

　既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそ
れ以外の福祉用具の区分について、保管室を別に
するほか、つい立ての設置等両者を保管する区域
を明確に区分するための措置が講じられているこ
とをいうものです。

サービス提供の開始に際し、あら
かじめ、利用申込者又はその家族
に対し、利用申込者がサ－ビスを
選択するために必要な重要事項に
ついて、わかりやすい説明書やパ
ンフレット等の文書を交付して懇
切丁寧に説明を行い、サービスの
提供の開始について利用申込者の
同意を得ていますか。

(1)の設備及び器材の基準は、右
のとおりとなっていますか。

既に消毒又は補修がなされている福祉用具と
それ以外の福祉用具を区分することが可能で
あること。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

当該事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等
からみて適切な消毒効果を有するものであるこ
と。

　必要な広さの区画については、利用申込の受
付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保
するものとしてください。

第１－４　設備に関する基準（福祉用具貸与）

福祉用具の保管及び消毒のために
必要な設備及び器材並びに事業の
運営を行うために必要な広さの区
画を有するほか、福祉用具貸与の
提供に必要なその他の設備及び備
品等を備えていますか。

　サービスの選択に資すると認められる重要事項
を記した文書の内容は、以下のとおりです。

通常の事業の実施地域、取り扱う
福祉用具の種目等を勘案し、利用
申込者に自ら適切なサービスを提
供することが困難であると認めた
場合は、当該利用申込者に係る居
宅介護支援事業者への連絡、適当
な他の福祉用具貸与事業者等の紹
介、その他必要な措置を速やかに
講じていますか。

平25規則34第221条
（準用第7条）

サービス提供困難時の対応

平24条例46第92条
（準用第7条）

その他利用申込者に対し自ら適切なサービス
を提供することが困難な場合

準用（平11老企25
第3・1・3(3)）

平11老企25第3・
11・2(3)

平24条例46第92条
(準用第6条)

準用（平11老企25
第3・1・3(2)）

福祉用具の保管のために必要な設備
清潔であること。

第１－５　運営に関する基準（福祉用具貸与）

　福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせ
る場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のた
めに、必要な設備又は器材を有しないことができ
ます。

福祉用具の消毒のために必要な器材

提供拒否の禁止

　サービスの提供を拒むことのできる場合の正当
な理由とは、次の場合です。

利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事
業の実施地域外である場合
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

４
(1)

(2)

５
(1)

(2)

６
(1)

７
(1)

(2)

８

(1)

平25規則34第221条
（準用第8条第1
項）

平25規則34第221条
（準用第8条第2
項）

平25規則34第221条
（準用第9条第1
項）

平25規則34第221条
（準用第9条第2
項）

平25規則34第221条
（準用第11条第1
項）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第221条
（準用第11条第2
項）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第221条
（準用第12条）

心身の状況等の把握

居宅介護支援が利用者に対して行
われていない等の場合であって必
要と認めるときは、要介護認定の
更新の申請が、遅くとも要介護認
定の有効期間が終了する30日前ま
でにはなされるよう、必要な援助
を行っていますか。

居宅介護支援事業者との連携
サービスを提供するに当たって
は、居宅介護支援事業者その他の
保健医療サービス又は福祉サービ
スを提供する者との密接な連携に
努めていますか。

サービスの提供に当たっては、
サービス担当者会議等を通じて、
利用者の心身の状況、その置かれ
ている環境、他の保健医療サービ
ス又は福祉サービスの利用状況等
の把握に努めていますか。

平25規則34第221条
（準用第10条）

受給資格等の確認

サービスの提供の開始に際し、要
介護認定を受けていない利用申込
者については、要介護認定の申請
が既に行われているかどうかを確
認し、申請が行われていない場合
は、当該利用申込者の意思を踏ま
えて速やかに当該申請が行われる
よう必要な援助を行っています
か。

サービス提供の終了に際しては、
利用者又はその家族に対して適切
な相談又は助言を行うとともに、
当該利用者に係る居宅介護支援事
業者に対する情報の提供及び保健
医療サービス又は福祉サービスを
提供する者との密接な連携に努め
ていますか。

法定代理受領サービスの提供を受
けるための援助
サービスの提供の開始に際し、利
用申込者が介護保険法施行規則第
64条各号のいずれにも該当しない
ときは、当該利用申込者又はその
家族に対し、居宅サービス計画の
作成を居宅介護支援事業者に依頼
する旨を市町村に届け出ること等
により、サービスの提供を法定代
理受領サービスとして受けること
ができる旨を説明していますか。
また、居宅介護支援事業者の情報
を提供することその他の法定代理
受領サービスを行うために必要な
援助を行っていますか。

サービスの提供を求められた場合
は、その者の提示する被保険者証
によって、被保険者資格、要介護
認定の有無及び要介護認定の有効
期間を確かめていますか。

要介護認定の申請に係る援助

被保険者証に、認定審査会の意見
が記載されているときは、当該認
定審査会意見に配慮して、サービ
スを提供するように努めています
か。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

９

(1)

１０
(1) ○

○

１１
(1) ○

１２
(1) ○

○

① 福祉用具貸与の提供の開始日及び終了日
② 種目及び品名
③ 保険給付の額　
④ その他必要な事項

(2) ○

１３
(1) ○

(2) ○

準用（平11老企25
第3・1・3(9)）

　記載すべき必要事項には、次にあげるものが考
えられます。

準用（平11老企25
第3・1・3(10)）

平25規則34第221条
（準用第16条第2
項）

準用（平11老企25
第3・1・3(10)）②

　提供した具体的なサービスの内容等の記録は完
結の日から２年間保存しなければなりません。

平25規則34第221条
（準用第16条第1
項）

　証書には、当該福祉用具貸与事業所の名称、当
該福祉用具専門相談員の氏名を記載するものと
し、当該相談員の写真の貼付や職能の記載を行う
ことが望ましいです。

　法定代理受領サービスとして提供される福祉用
具貸与についての利用者負担として、居宅介護
サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法の
規定により保険給付の率が９割、８割又は７割で
ない場合については、それに応じた割合）の支払
を受けなければならないことを規定したもので
す。

利用者が居宅サービス計画の変更
を希望する場合は、当該利用者に
係る居宅介護支援事業者への連絡
その他の必要な援助を行っていま
すか。

準用（平11老企25
第3・1・3(8)）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第211条
第2項

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

準用（平11老企25
第3・1・3(11)①）

　利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、
法定代理受領サービスでないサービスを提供した
際に、その利用者から受ける利用料の額と、法定
代理受領サービスであるサービスに係る費用の額
の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による
不合理な差額を設けてはいけません。

準用（平11老企25
第3・1・3(11)②）

法定代理受領サービスに該当しな
いサービスを提供した際に、その
利用者から支払を受ける利用料の
額と、サービスに係る居宅介護
サービス費用基準額との間に、不
合理な差額が生じないようにして
いますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第221条
（準用15条）

平25規則34第221条
（準用第13条）

　利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場
合とは、利用者の状態の変化等により追加的な
サービスが必要となり、当該サービスを法定代理
受領サービスとして行う等のために居宅サービス
計画の変更が必要となった場合で、福祉用具貸与
事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用
者が同意する場合を含みます。

　利用者及びサービス事業者が、その時点での支
給限度額の残額やサービス利用状況を把握できる
ようにするため、利用者の居宅サービス計画の書
面又はサービス利用票等に記載しなければならな
いこととしたものです。

サービスを提供した際には、サー
ビスの提供日、具体的なサービス
の内容、利用者の心身の状況その
他必要な事項を書面（サービス提
供記録、業務日誌等）に記録する
とともに、サービス事業者間の密
接な連携等を図るため、利用者か
らの申出があった場合には、文書
の交付その他適切な方法により、
その情報を利用者に対して提供し
ていますか。

従業者に身分を証する書類（身分
を明らかにする証書や名札等）を
携行させ、利用者又はその家族か
ら求められたときは、これを提示
すべき旨を指導していますか。

　利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、
サービスを追加する場合に当該サービスを法定代
理受領サービスとして利用する場合には支給限度
額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要が
ある旨の説明、その他の必要な援助を行ってくだ
さい。

平25規則34第221条
（準用第14条）

居宅サービス計画等の変更の援助

法定代理受領サービスに該当する
サービスを提供した際には、その
利用者から利用料の一部として、
当該サービスに係る居宅介護サー
ビス費用基準額から当該事業者に
支払われる居宅介護サービス費の
額を控除して得た額の支払を受け
ていますか。

居宅サービス計画に沿ったサービ
スの提供
居宅サービス計画が作成されてい
る場合は、当該計画に沿ったサー
ビスを提供していますか。

サービスの提供の開始に際し、利
用申込者が介護保険法施行規則第
64条各号のいずれにも該当しない
ときは、当該利用申込者又はその
家族に対し、居宅サービス計画の
作成を居宅介護支援事業者に依頼
する旨を市町村に届け出ること等
により、サービスの提供を法定代
理受領サービスとして受けること
ができる旨を説明していますか。
また、居宅介護支援事業者の情報
を提供することその他の法定代理
受領サービスを行うために必要な
援助を行っていますか。

サービスを提供した際には、サー
ビスの提供の開始日及び終了日並
びに種目及び品名、利用者に代
わって支払を受ける居宅介護サー
ビス費の額その他必要な事項を、
利用者の居宅サービス計画を記載
した書面（サービス利用票等）に
記載していますか。

サービスの提供の記録

利用料等の受領

身分を証する書類の携行

平25規則34第211条
第1項
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

○

①

②

③

○

(3) ①

②

○

(4)

(5)

１４

(1)

１５
(1)

(2)

(3)

　会計が福祉用具貸与の事業の会計と区分さ
れていること。

平11老企25第3・
11・3(1)③

　福祉用具貸与は継続的な契約であるとともに利
用者と対面する機会が少ないことから、指定福祉
用具貸与事業者は、利用者から前払いにより数か
月分の利用料を徴収することも可能としますが、
この場合であっても、要介護者の要介護認定の有
効期間を超える分について前払いにより利用料を
徴収することはできません。

平11老企25第3・
11・3(1)➁

平25規則34第221条
（準用第18条）

平25規則34第212条

福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上
の従事者やクレーン車が必要になる場合等、
特別な措置が必要な場合の当該措置に要する
費用

平25規則34第211条
第3項

はい・いいえ
・該当なし

(1)、(2)の支払を受ける額のほ
か、右に掲げる費用の額の支払を
利用者から受けることができます
が、その受領は適切に行っていま
すか。

法定代理受領サービスに該当しな
いサービスを提供した際に、その
利用者から支払を受ける利用料の
額と、サービスに係る居宅介護
サービス費用基準額との間に、不
合理な差額が生じないようにして
いますか。

　利用者に、当該事業が福祉用具貸与の事業
とは別事業であり、当該サービスが介護保険
給付の対象とならないサービスであることを
説明し、理解を得ること。

　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、
福祉用具貸与事業所の運営規程とは別に定め
られていること。

あらかじめ定めた期日までに、利
用者から利用料又はその一部の支
払がなく、その後の請求にもかか
わらず、正当な理由なく支払に応
じない場合は、福祉用具を回収す
ること等により福祉用具貸与の提
供を中止することができますが、
その手続き等について適切に取り
扱っていますか。

平25規則34第211条
第5項

指定福祉用具貸与の基本取扱方針

保険給付の請求のための証明書の
交付
法定代理受領サービスに該当しな
い福祉用具貸与に係る利用料の支
払を受けた場合は、提供したサー
ビスの種目、品名、費用の額その
他必要と認められる事項を記載し
たサービス提供証明書を利用者に
対して交付していますか。

平25規則34第211条
第4項

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅にお
いて福祉用具貸与を行う場合の交通費

　保険給付の対象となっているサービスと明確に
区分されないあいまいな名目による費用の徴収は
認められません。

(3)の費用の額に係るサービスの
提供に当たっては、あらかじめ、
利用者又はその家族に対し、当該
サービスの内容及び費用について
説明を行い、利用者の同意を得て
いますか。

常に、清潔かつ安全で正常な機能
を有する福祉用具を貸与していま
すか。

福祉用具貸与は、利用者の要介護
状態の軽減又は悪化の防止並びに
利用者を介護する者の負担の軽減
に資するよう、その目標を設定
し、計画的に行っていますか。

自ら提供するサービスの質の評価
を行い、常にその改善を図ってい
ますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　なお、そもそも介護保険給付の対象となる福祉
用具貸与のサービスと明確に区分されるサービス
については、次のような方法により別の料金設定
をして差し支えありません。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

１６

(1) ○

(2) ○

(3)

(4) ○

○

(5) ○

　指定福祉用具貸与に係る福祉用具専門相談員の
業務の方針、手続を明確にしたものであり、福祉
用具専門相談員は原則としてこれらの手続きを自
ら行う必要があります。なお、福祉用具の修理に
ついては、専門的な技術を有する者に行わせて差
し支えありませんが、この場合にあっても、専門
相談員が責任をもって修理後の点検を行うものと
します。

特定福祉用具である福祉用具（以
下「対象福祉用具」という。）に
係る指定福祉用具貸与の提供に当
たっては、利用者が指定福祉用具
貸与又は指定特定福祉用具販売の
いずれかを選択することができる
ことについて十分な説明を行った
上で、利用者の当該選択に当たっ
て必要な情報を提供するととも
に、医師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、居宅サービス計
画の原案に位置付けた指定居宅
サービス等の担当者その他の関係
者の意見及び利用者の身体の状況
等を踏まえ、提案を行っています
か。

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第213条
第2号

平11老企25第3・
11・3(3)➁

平11老企25第3・
11・3(3)①

　対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に
当　たっては、福祉用具の利用期間の見通しを勘
案するものとします。なお、提案に当たっては、
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から
のいずれかの意見を介護支援専門員等と連携する
などの方法により聴取するものとしますが、利用
者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞
なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを
得ない事情がある場合は、この限りではありませ
ん。

サービスの提供に当たっては、利
用者の身体の状況等に応じて福祉
用具の調整を行うとともに、当該
福祉用具の使用方法、使用上の留
意事項、故障時の対応等を記載し
た文書を利用者に交付し、十分な
説明を行った上で、必要に応じて
利用者に実際に当該福祉用具を使
用させながら使用方法の指導を
行っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第213条
第4号

平11老企25第3・
11・3(3)③

　電動車いす、移動用リフト、体位変換器等の使
用に際し安全性の面から注意が必要な福祉用具に
ついては、訓練操作の必要性等、利用に際しての
注意事項について十分説明してください。また、
自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面か
ら注意が必要な福祉用具については、利用者又は
家族等が日常的に行わなければならない衛生管理
（洗浄、点検等）について十分説明してくださ
い。
なお、「福祉用具の使用方法、使用上の留意事
項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該福
祉用具の製造事業者、福祉用具貸与事業者等の作
成した取扱説明書をいうものです。

平11老企25第3・
11・3(3)④

平25規則34第213条
第5号

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、利
用者等からの要請等に応じて、貸
与した福祉用具の使用状況を確認
し、必要な場合は、使用方法の指
導、修理等を行っていますか。

　特に、階段用移動リフトについては、福祉専門
相談員が製造業者等が実施している講習を受け、
当該講習を修了した旨の証明を受けること、利用
者家族等による適切な使用のため、十分な説明を
するとともに、実際に使用させながら指導を行う
こと等、責任をもってサービス提供を行ってくだ
さい 。
(「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る
特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特
定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉
用具の種目」及び「介護保険の給付対象となる福
祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等
に伴う実施上の留意事項について(平成21年4月10
日老振発第0410001号老健局振興課長）参照。)

　自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面
から注意が必要な福祉用具については、当該福祉
用具の製造事業者が規定するメンテナンス要領等
に則り、定期的な使用状況の確認、衛生管理、保
守・点検を確実に実施してください。

平25規則34第213条
第1号

平25規則34第213条
第3号

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、貸
与する福祉用具の機能、安全性、
衛生状態等に関し、点検を行って
いますか。

指定福祉用具貸与の具体的取扱方
針

自ら提供するサービスの質の評価
を行い、常にその改善を図ってい
ますか。

サービスの提供に当たっては、福
祉用具貸与計画に基づき、福祉用
具が適切に選定され、かつ、使用
されるよう、専門的知識に基づき
相談に応じるとともに、目録等の
文書を示して福祉用具の機能、使
用方法、利用料、全国平均貸与価
格等に関する情報を提供し、個別
の福祉用具の貸与に係る同意を得
ていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(6) ○

(7)

(8) ○

(9) ○

１７
(1) ○

○

(2) ○

(3)

(4) ○

平11老企25第3・
11・3(3)⑧

　(6)及び(7)は、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場
合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
らないこととしたものです。
　また、緊急やむを得ない理由については、切迫
性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこ
とについて、組織 等 としてこれらの要件の確認
等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具
体的な内容について記録しておくことが必要で
す。
なお、当該記録は、２年間保存しなければなりま
せん。

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、当
該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除き、身体的拘束
等を行っていませんか。

身体的拘束等を行う場合には、そ
の態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得
ない理由を記録していますか。

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第91条
の2第2号

平11老企25第3の
11・3(3)⑤

平24条例46第91条
の2第3号

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

居宅サービス計画に福祉用具貸与
が位置づけられる場合には、当該
計画に福祉用具貸与が必要な理由
が記載されるとともに、当該利用
者に係る介護支援専門員により、
必要に応じて随時その必要性が検
討された上で、継続が必要な場合
にはその理由を居宅サービス計画
に記載されるように必要な措置を
講じていますか。

福祉用具専門相談員は、福祉用具
貸与計画の作成に当たっては、そ
の内容について利用者又はその家
族に対して説明し、利用者の同意
を得ていますか。

平25規則34第214条
第3項

福祉用具専門相談員は、福祉用具
貸与計画を作成した際には、当該
福祉用具貸与計画を利用者及び当
該利用者に係る介護支援専門員に
交付していますか。

　福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希
望及びその置かれている環境を踏まえて作成され
なければならないものであり、サービス内容等へ
の利用者の意向の反映の機会を保障するため、福
祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に
当たっては、その内容等を説明した上で利用者の
同意を得なければならず、また、当該福祉用具貸
与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専
門員に交付しなければなりません。
なお、福祉用具貸与計画は、完結の日から２年間
保存しなければなりません。

平25規則34第214条
第4項

指定福祉用具貸与の提供に当たっ
ては、同一種目における機能又は
価格帯の異なる複数の福祉用具に
関する情報を利用者に提供してい
ますか。

平25規則34第213条
第7号

平11老企25第3・
11・3(3)⑦

　情報の提供に当たっては、現在の利用者の心身
の状況及びその置かれている環境等に照らして
行ってください。

　特定福祉用具販売の利用がある場合は、福祉用
具貸与と特定福祉用具販売に係る計画は、一体の
ものとして作成してください。 平11老企25第3・

11・3(3)⑧

　福祉用具貸与計画を作成後に居宅サービス計画
が作成された場合は、当該福祉用具貸与計画が居
宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必
要に応じて変更してください。

平25規則34第214条
第2項

　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画に
は、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機
種、当該機種を選定した理由、当該福祉用具貸与
計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」と
いう。）を行う時期等を記載してください。その
他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時
の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載
してください。
なお、福祉用具貸与計画の様式については、事業
所ごとに定めるもので差し支えありません。

　福祉用具専門相談員はサービス担当者会議等を
通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び
情報提供を行う等の必要な措置を講じてくださ
い。

平11老企25第3・
11・3(3)⑧

平25規則34第214条
第1項

平25規則34第213条
第6号

平11老企25第3・
11・3(3)⑥

福祉用具貸与計画は、既に居宅
サービス計画が作成されている場
合は、当該居宅サービス計画の内
容に沿って作成していますか。

福祉用具専門相談員は、利用者の
希望、心身の状況及びその置かれ
ている環境を踏まえ、福祉用具貸
与の目標、当該目標を達成するた
めの具体的なサービスの内容、モ
ニタリングを行う時期等を記載し
た福祉用具貸与計画を作成してい
ますか。

福祉用具貸与計画の作成
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(5)

(6)

(7) ※

(8)

１８
(1) ○

○

　
１９
(1)

(2)

平11老企25第3・
11・3(3)⑧

平25規則34第221条
（準用22条）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

福祉用具専門相談員は、(1)から
(4)までの規定について、福祉用
具貸与計画の変更についても、同
様に取り扱っていますか。

平25規則34第214条
第7項

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第214条
第5項

福祉用具専門相談員は、モニタリ
ングの結果を記録し、当該記録を
サービスの提供に係る居宅サービ
ス計画を作成した指定居宅介護支
援事業者に報告していますか。

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第214条
第6項

平25規則34第214条
第8項

管理者は、当該事業所の従業者の
管理及びサービスの利用の申込み
に係る調整、業務の実施状況の把
握その他の管理を一元的に行って
いますか。

　(5)から(7)までは、福祉用具専門相談員に対し
て、福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリ
ングを行うとともに、その際、居宅サービスの提
供状況等について記録し、その記録を居宅介護支
援事業者に報告することを義務づけるものです。
当該報告は、居宅介護支援事業者において、福祉
用具貸与が居宅介護サービス計画に即して適切に
提供されているかどうか、また、当該福祉用具貸
与計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化
を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかなど
を確認するために行うものです。福祉用具専門相
談員は、当該モニタリングの結果により、解決す
べき課題の変化が認められるなどの場合において
は、当該居宅介護支援事業者とも相談の上、必要
に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行ってく
ださい。
　また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の
提供に当たっては、利用開始時から６月以内に少
なくとも１回モニタリングを行い、福祉用具の利
用の必要性を確認するとともに、必要に応じて、
利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行っ
てください。当該検討に当たっては、リハビリ
テーション会議又はサービス担当者会議といった
多職種が協議する場を活用するほか、関係者への
聴取による方法も考えられます。
なお、やむを得ない事情により利用開始時から６
月以内にモニタリングを実施できなかった場合に
ついては、実施が可能となった時点において、可
能な限り速やかにモニタリングを実施してくださ
い。

平25規則34第221条
（準用44条第1項）

福祉用具専門相談員は、福祉用具
貸与計画の作成後、当該福祉用具
貸与計画の実施状況の把握（以下
「モニタリング」という。）を
行っていますか。
ただし、対象福祉用具に係る指定
福祉用具貸与の提供に当たって
は、福祉用具貸与計画に基づく
サービスの提供の開始時から６月
以内に少なくとも１回モニタリン
グを行い、その継続の必要性につ
いて検討を行うものとします。

福祉用具専門相談員は、モニタリ
ングの結果を踏まえ、必要に応じ
て当該福祉用具貸与計画の変更を
行っていますか。

平25規則34第221条
（準用44条第2項）

利用者に関する市町村への通知

管理者の責務

利用者が右のいずれかに該当する
場合は、遅滞なく、意見を付して
その旨を市町村に通知しています
か。

　正当な理由なしにサービスの利用に関する指示
に従わないことにより、要介護状態の程度を増進
させたと認められるとき。

管理者は、当該事業所の従業者に
「指定居宅サービス等の事業の人
員及び運営に関する基準」を遵守
させるため必要な指揮命令を行っ
ていますか。

　偽りその他不正の行為によって保険給付の支給
を受け、又は受けようとしたとき。

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

２０
(1) ○

①
②

○
③
④

⑤
⑥

⑦

○

○

○

○

1

2

3

平11老企25第3・
11・3(4)①

準用(平11老企25第
3・1・3(19)④）

　⑤の「通常の事業の実施地域」は、客観的にそ
の区域が特定されるものとしてください。なお、
通常の事業の実施地域は利用申込みに係る調整等
の観点からの目安であり、当該地域を越えてサー
ビスが行われることを妨げるものではありませ
ん。

はい・いいえ
・該当なし

運営規程

平11老企25第3・
11・3(4)②

同一の利用者に２つ以上の福祉用具を貸与す
る場合です。そのため複数の捉え方について
は、例えば1つの契約により２つ以上の福祉用
具を貸与する場合、契約数に関わらず２つ以
上の福祉用具を貸与する場合等、指定福祉用
具貸与事業者等が実情に応じて規定します。

平25規則34第215条事業所ごとに、次に掲げる事業の
運営についての重要事項に関する
規程（運営規程）を定めています
か。

事業の目的及び運営の方針

減額対象の福祉用具の範囲
指定福祉用具貸与事業者等が取り扱う種目の
一部又は全ての福祉用具が対象です。
例えば、主要な福祉用具である車いす及び特
殊寝台と同時に貸与される可能性が高い以下
の種目を減額対象として設定できます。
　①車いす付属品、②特殊寝台付属品、③床
ずれ防止用具、④手すり、⑤スロープ、⑥歩
行器

減額する際の利用料の設定方法
既に届け出ている福祉用具の利用料（単品利
用料）に加えて、減額の対象とする利用料
（減額利用料）を設定します。また、1つの福
祉用具には、同時に貸与する福祉用具の数に
応じて複数の減額利用料を設定することも可
能です。
本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等
は、予め事業所内のシステム等において１つ
の福祉用具に対して単品利用料と減額利用料
を設定する必要があります。
特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、い
わゆるセットを定めることは認められませ
ん。利用者の状態に応じて適切な福祉用具が
選定できるよう、個々の福祉用具に減額利用
料を設定します。

管理者は、当該事業所の従業者に
「指定居宅サービス等の事業の人
員及び運営に関する基準」を遵守
させるため必要な指揮命令を行っ
ていますか。

営業日及び営業時間
指定福祉用具貸与の提供方
法、取り扱う種目及び利用料
その他の費用の額

通常の事業の実施地域
虐待の防止のための措置に関
する事項
その他運営に関する重要事項

準用（平11老企25
第3・1・3(19)①）

従業者の職種、員数及び職務
内容

準用(平11老企25第
3・1・3(19)⑤）

　⑥の「虐待の防止のための措置に関する事項」
は、虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の
選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待
又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方
法等を指す内容を規定します。

　複数の福祉用具を貸与する場合、あらかじめ都
道府県等に減額の規程を届け出ることによって、
通常の貸与価格から減額して貸与することが可能
とされています。
　この場合、④の「利用料」には、単品利用料と
減額利用料のいずれについても記載する必要があ
ります（介護予防福祉用具貸与も同様）。

平27老振発第0327
第3号

　⑦の「その他運営に関する重要事項」には、標
準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法につ
いて規定してください。

　②のうち、「従業者の員数」は、日々変わりう
るものであるため、業務負担軽減等の観点から、
規程を定めるに当たっては、人員に関する基準に
おいて置くべきとされている員数を満たす範囲に
おいて、「○人以上」と記載することも差し支え
ありません。

　④の「福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具
の選定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等
を指すものです。「利用料」としては、法定代理
受領サービスである福祉用具貸与に係る利用料（1
割負担、2割負担又は3割負担）、法定代理受領
サービスでない福祉用具貸与の利用料を、「その
他の費用の額」としては、徴収が認められている
費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに
係る費用の額を規定するものです。個々の福祉用
具の利用料については、その額の設定の方式（利
用期間に歴月による１月に満たない端数がある場
合の算定方法等）及び目録に記載されている旨を
記載すれば足りるものとし、運営規程には必ずし
も額自体の記載を要しません。

複数の福祉用具を貸与する場合の運用について
複数の福祉用具を貸与する場合の考え方
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

4

5

6

7

8

２１
(1) ○

(2) ○

(3) ○

イ

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

適切な指定福祉用具貸与の提供を
確保する観点から、職場において
行われる性的な言動又は優越的な
関係を背景とした言動であって業
務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより福祉用具専門相談員の
就業環境が害されることを防止す
るための方針の明確化等の措置を
講じていますか。

準用（平11老企25
第3・6・3(5)）

勤務体制の確保等

平11老企25第3・
11・3(10)②

平25規則34第221条
（準用第87条第4
項）

　事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、
事業主が職場における性的な言動に起因する
問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ
いての指針（平成18年厚生労働省告示第615
号）及び事業主が職場における優越的な関係
を背景とした言動に起因する問題に関して雇
用管理上講ずべき措置等についての指針（令
和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハ
ラスメント指針」という。）において規定さ
れているとおりですが、特に留意されたい内
容は以下のとおりです。

利用者に対し適切なサービスを提
供できるよう、事業所ごとに従業
者の勤務の体制を定めています
か。

　事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主
が講じることが望ましい取組については、次のと
おりです。なお、セクシュアルハラスメントにつ
いては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族
等から受けるものも含まれることに留意してくだ
さい。

事業主が講ずべき措置の具体的内容

当該事業所の従業者によってサー
ビスを提供していますか。(ただ
し、利用者のサービス利用に直接
影響を及ぼさない業務については
この限りではありません。)

　福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方
法の指導等については、当該事業所の従業者たる
福祉用具専門相談員が行わなければなりません
が、福祉用具の運搬、回収、修理、保管、消毒等
の利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさな
い業務については、福祉用具専門相談員以外の者
又は第三者に行わせることが認められるものとし
たものです。
　なお、保管又は消毒を第三者に委託等する場合
は、居宅基準第203条第3項の規定に留意してくだ
さい。

既に届け出ている福祉用具の利用料（単品利
用料）に加えて、減額の対象とする利用料
（減額利用料）を設定します。また、1つの福
祉用具には、同時に貸与する福祉用具の数に
応じて複数の減額利用料を設定することも可
能です。
本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等
は、予め事業所内のシステム等において１つ
の福祉用具に対して単品利用料と減額利用料
を設定する必要があります。
特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、い
わゆるセットを定めることは認められませ
ん。利用者の状態に応じて適切な福祉用具が
選定できるよう、個々の福祉用具に減額利用
料を設定します。

減額の規定の整備
運営規程等に単品利用料と減額利用料のいず
れについても記載する必要があります。

月の途中において、本取扱いが適用される場
合、或いは適用されなくなる場合の算定方法
は、「介護報酬に係るＱ＆Ａ(vol.2)」（平成
15年6月30日事務連絡）で示している「月途中
でサービス提供の開始及び中止を行った場合
の算定方法について」等の取扱いに準じま
す。

減額利用料の算定等

平25規則34第221条
（準用第87条第1
項）

準用（平11老企25
第3・6・3(5)）

　原則として月ごとの勤務表を作成し、福祉用具
専門相談員の日々の勤務時間、職務の内容、常
勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確に
してください。

利用者への説明
本運用を適用する場合、或いは適用されなく
なる場合において変更契約等を行う際には、
指定福祉用具貸与事業者等は契約書等におい
てその旨を記載し、利用者に対して利用料の
変更に関する説明を行い、理解を得てくださ
い。

指定福祉用具貸与事業者等が利用料を変更す
る際は、居宅介護支援事業所等において区分
支給限度基準額管理を適正に行えるよう、そ
の都度、関係事業所が必要な情報を共有して
ください。

居宅介護支援事業所等への連絡

減額する福祉用具の利用料については、利用
料のうち重複する経費として想定されるアセ
スメント、契約手続き、配送・納品及びモニ
タリング等に係る経費に相当する範囲におい
て適切に設定してください。

その他留意事項
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

ａ

ｂ

ロ

①

②

③

２２
(1) ○はい・いいえ

・該当なし

業務継続計画の策定等

事業主の方針等の明確化及びその周知・
職場におけるハラスメントの内容及び職
場におけるハラスメントを行ってはなら
ない旨の方針を明確化し、従業者に周
知・啓発すること。

被害防止のための取組（マニュアル作成
や研修の実施等、業種・業態等の状況に
応じた取組）

以上が規定されています。
　介護現場では特に、利用者又はその家族等
からのカスタマーハラスメントの防止が求め
られていることから、イ（事業主が講ずべき
措置の具体的内容）の必要な措置を講じるに
あたっては、「介護現場におけるハラスメン
ト対策マニュアル」、「（管理職・職員向
け）研修のための手引き」等を参考にした取
組を行うことが望ましいです。この際、上記
マニュアルや手引きについては、以下の厚生
労働省ホームページに掲載しているので参考
にしてください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_0512
0.html）
　加えて、都道府県において、地域医療介護
総合確保基金を活用した介護職員に対する悩
み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハ
ラスメント対策推進事業を実施している場
合、事業主が行う各種研修の費用等について
助成等を行っていることから、事業主はこれ
らの活用も含め、介護事業所におけるハラス
メント対策を推進することが望ましいです。

相談に対応する担当者をあらかじめ定め
ること等により、相談への対応のための
窓口をあらかじめ定め、労働者に周知す
ること。

①相談に応じ、適切に対応するために必
要な体制の整備

業務継続計画を策定し、当該業務
継続計画に従い必要な措置を講じ
ていますか。

　事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、
事業主が職場における性的な言動に起因する
問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ
いての指針（平成18年厚生労働省告示第615
号）及び事業主が職場における優越的な関係
を背景とした言動に起因する問題に関して雇
用管理上講ずべき措置等についての指針（令
和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハ
ラスメント指針」という。）において規定さ
れているとおりですが、特に留意されたい内
容は以下のとおりです。

被害者への配慮のための取組（メンタル
ヘルス不調への相談対応、行為者に対し
て１人で対応させない等）

準用（平11老企25
第3・2・3(7)）②

平24条例46第92条
（準用第8条の2第1
項）

相談（苦情を含む。以下同じ。）に応
じ、適切に対応するために必要な体制の
整備

事業主が講じることが望ましい取組について
　パワーハラスメント指針においては、顧客
等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラス
メント）の防止のために、事業主が雇用管理
上の配慮として行うことが望ましい取組の例
として、

　感染症や災害が発生した場合にあっても、利用
者が継続してサービスの提供を受けられるよう、
業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続
計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓
練（シミュレーション）を実施しなければならな
いこととしたものです。
　なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実
施については、事業所に実施が求められるもので
すが、他のサービス事業者との連携等により行う
ことも差し支えありません。また、感染症や災害
が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこ
とが求められることから、研修及び訓練の実施に
あたっては、全ての従業者が参加できるようにす
ることが望ましいです。
　業務継続計画には、以下の項目等を記載してく
ださい。
　なお、各項目の記載内容については、「介護施
設・事業所における新型コロナウイルス感染症発
生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・
事業所における自然災害発生時の業務継続ガイド
ライン」を参照してください。
　また、想定される災害等は地域によって異なる
ものであることから、項目については実態に応じ
て設定してください。
　なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的
に策定することを妨げるものではありません。
　さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染
症の予防及びまん延の防止のための指針について
は、それぞれに対応する項目を適切に設定してい
る場合には 、一体的に策定することとして差し支
えありません 。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

イ
a

b
c

ロ
a

b

c

(2) ○

○

○

はい・いいえ
・該当なし

福祉用具専門相談員に対し、業務
継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的
に実施していますか。

準用（平11老企25
第3・2・3(7)）④

　研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続
計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、
平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる
理解の励行を行ってください。
　職員教育を組織的に浸透させていくために、定
期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、
新規採用時には別に研修を実施することが望まし
いです。また、研修の実施内容についても記録し
てください。
　感染症の業務継続計画に係る研修については、
感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一
体的に実施することも差し支えありません。

　訓練（シミュレーション）においては、感染症
や災害が発生した場合において迅速に行動できる
よう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分
担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践す
るケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施し
てください。
　感染症の業務継続計画に係る訓練については、
感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一
体的に実施することも差し支えありません。
　訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問い
ませんが、机上及び実地で実施するものを適切に
組み合わせながら実施することが適切です。

準用（平11老企25
第3・2・3(7)）③

準用（平11老企25
第3・2・3(7)）①

災害に係る業務継続計画

他施設及び地域との連携

平24条例46第54条
（準用第8条の2第2
項）

感染症に係る業務継続計画
 平時からの備え（体制構築・整備、感染
症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確
保等）

初動対応
感染拡大防止体制の確立（保健所との連
携、濃厚接触者への対応、関係者との情
報共有等）

　感染症や災害が発生した場合にあっても、利用
者が継続して指定福祉用具貸与の提供を受けられ
るよう、業務継続計画を策定するとともに、当該
業務継続計画に従い、福祉用具専門相談員に対し
て、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を
実施してください。
　なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実
施については、事業所に実施が求められるもので
すが、他のサービス事業者との連携等により行う
ことも差し支えありません。
　また、感染症や災害が発生した場合には、従業
者が連携し取り組むことが求められることから、
研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者
が参加できるようにすることが望ましいです。

　感染症や災害が発生した場合にあっても、利用
者が継続してサービスの提供を受けられるよう、
業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続
計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓
練（シミュレーション）を実施しなければならな
いこととしたものです。
　なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実
施については、事業所に実施が求められるもので
すが、他のサービス事業者との連携等により行う
ことも差し支えありません。また、感染症や災害
が発生した場合には、従業者が連携し取り組むこ
とが求められることから、研修及び訓練の実施に
あたっては、全ての従業者が参加できるようにす
ることが望ましいです。
　業務継続計画には、以下の項目等を記載してく
ださい。
　なお、各項目の記載内容については、「介護施
設・事業所における新型コロナウイルス感染症発
生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・
事業所における自然災害発生時の業務継続ガイド
ライン」を参照してください。
　また、想定される災害等は地域によって異なる
ものであることから、項目については実態に応じ
て設定してください。
　なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的
に策定することを妨げるものではありません。
　さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染
症の予防及びまん延の防止のための指針について
は、それぞれに対応する項目を適切に設定してい
る場合には 、一体的に策定することとして差し支
えありません 。

平常時の対応（建物・設備の安全対策、
電気・水道等のライフラインが停止した
場合の対策、必要品の備蓄等）

緊急時の対応（業務継続計画発動基準、
対応体制等）
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(3)

２３

(1) ○

(2) ○

２４
(1)

２５
(1)

(2) ○

(3) ○

イ
ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平11老企25第3・
11・3(6)②

　福祉用具専門相談員は、利用者が可能な限り、
その有する能力に応じ自立した生活を営むことが
できるよう、適切な福用用具の選定がなされるよ
う援助を行うことが求められているため、福祉用
具専門相談員は常に必要な知識及び技能の修得、
維持及び向上に努めなければならないこととした
ものです。

　委託契約において明確にすべき内容は次のとお
りです。

当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守す
べき条件

受託者等が実施した当該委託等業務により利
用者に賠償すべき事故が発生した場合におけ
る責任の所在

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第218条
第1項

　福祉用具の種類が多種多様であり、かつ、常に
新しい機能を有するものが開発されるとともに、
要介護者の要望は多様であるため、福祉用具専門
員は常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、
選定の相談等を行うことが求められます。このた
め、事業者は福祉用具専門相談員に福祉用具の構
造、使用方法等についての継続的な研修を定期的
かつ計画的に受けさせなければならないこととし
たものです。

福祉用具の取扱種目

その他当該委託等業務の適切な実施を確保す
るために必要な事項

利用者の身体の状態の多様性、変
化等に対応することができるよ
う、できる限り多くの種類の福祉
用具を取り扱うようにしています
か。

平25規則34第218条
第2項

平11老企25第3・
11・3(7)①

　福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び
消毒器材の保守点検の方法を記載した「標準作業
書」を作成し、これに従い熱湯による消毒、消毒
液を用いた清拭等、その種類、材質等からみて適
切な消毒効果を有する方法により消毒を行ってく
ださい。
　なお、自動排泄処理装置を取り扱う場合は、当
該自動排泄処理装置の製造事業者が規定するメン
テナンス要領等に則り、利用者を変更する場合に
必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品交換、動
作確認等）が確実に実施されるよう、特に留意し
てください。

受託者等の従業者により当該委託等がなされ
た業務（以下「委託等業務」という。）が、
運営基準に従って適切に行われていることを
当該事業者が定期的に確認する旨

当該事業者が、当該委託等業務に関し、受託
者等に対し指示を行い得る旨
当該事業者が、当該委託等業務に関し改善の
必要を認め、所要の措置を講じるよう(2)の指
示を行った場合において、当該措置が講じら
れたことを当該事業者が確認する旨

平25規則34第218条
第3項

平11老企25第3・
11・3(7)②～⑤

平25規則34第217条

衛生管理等

平25規則34第216条
第2項

当該委託等の範囲

福祉用具専門相談員は、常に自己
研鑽に励み、サービスの目的を達
成するために必要な知識及び技能
の修得、維持及び向上に努めてい
ますか。

適切な研修の機会の確保並びに福
祉用具専門相談員の知識及び技能
の向上等

福祉用具専門相談員の資質の向上
のために、福祉用具に関する適切
な研修の機会を確保しています
か。

平25規則34第216条
第1項

定期的に業務継続計画の見直しを
行い、必要に応じて業務継続計画
の変更を行っていますか。

平24条例46第54条
（準用第8条の2第3
項）

事業者は、従業者の清潔の保持及
び健康状態について、必要な管理
を行っていますか。

回収した福祉用具を、その種類、
材質等からみて適切な消毒効果を
有する方法により速やかに消毒す
るとともに、既に消毒が行われた
福祉用具と消毒が行われていない
福祉用具とを区分して保管してい
ますか。

(2)の規定にかかわらず、福祉用
具の保管又は消毒を委託等により
他の事業者（以下「受託者等」と
いう。）に行わせる場合におい
て、当該事業者は、当該委託等の
契約の内容において保管又は消毒
が適切な方法により行われること
を担保するため、当該保管又は消
毒の業務に係る委託契約において
文書により取り決めていますか。

平11老企25第3・
11・3(6)①

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

○

○

(4)

(5)

(6) ○

一 〇

二 〇

三 〇

当該事業所において感染症が発生
し、又はまん延しないように、次
に掲げる措置を講じていますか。

事業所における感染症の予防及び
まん延の防止のための対策を検討
する委員会をおおむね６月に１回
以上開催するとともに、その結果
について、従業者に周知徹底を
図っていますか。

　ニの指示は、文書により行わなければなりませ
ん。

平25規則34第218条
第4項

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検
討する委員会

平25規則34第218条
第5項

　当該福祉用具貸与事業者は、ハ及びホの確認の
結果の記録を作成しなければなりません。
　なお、当該記録は２年間保存しなければなりま
せん。

事業所の設備及び備品について、
衛生的な管理に努めていますか。

(3)により福祉用具の保管又は消
毒を委託等により他の事業者に行
わせる場合にあっては、当該事業
者の業務の実施状況について定期
的に確認し、その結果等を記録し
ていますか。

事業所における感染症の予防及び
まん延の防止のための指針を整備
していますか。

事業所において、従業者に対し感
染症の予防及びまん延の防止のた
めの研修及び訓練を定期的に実施
していますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第91条
の2

　感染症が発生し、又はまん延しないように講ず
べき措置については、具体的には次の取扱いとし
ます。各事項について、事業所に実施が求められ
るものですが、他のサービス事業者との連携等に
より行うことも差し支えありません。

平11老企25第3・
11・3(7)⑥（準用
平11老企25第3･2･
3(8)②）

　当該事業所における感染対策委員会であり、感
染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種によ
り構成することが望ましく、特に、感染症対策の
知識を有する者については外部の者も含め積極的
に参画を得ることが望ましいです。構成メンバー
の責任及び役割分担を明確にするとともに、感染
対策担当者を決めておくことが必要です。感染対
策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応
じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催する
とともに、感染症が流行する時期等を勘案して必
要に応じ随時開催する必要があります。
　感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとします。この際、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等を遵守してくだ
さい。
　なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置し
ている場合、これと一体的に設置・運営すること
として差し支えありません。また、事業所に実施
が求められるものでありますが、他のサービス事
業者との連携等により行うことも差し支えありま
せん。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針
　当該事業所における「感染症の予防及びまん延
の防止のための指針」には、平常時の対策及び発
生時の対応を規定します。
　平常時の対策としては、事業所内の衛生管理
（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗
い、標準的な予防策）等、発生時の対応として
は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関
や保健所、市町村における事業所関係課等の関係
機関との連携、行政等への報告等が想定されま
す。また、発生時における事業所内の連絡体制や
上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記して
おくことも必要です。
　なお、それぞれの項目の記載内容の例について
は、「介護現場における感染対策の手引き」を参
照してください。

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練
　「感染症の予防及びまん延の防止のための研
修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するとともに、当該事業所にお
ける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケ
アの励行を行うものとします。
　職員教育を組織的に浸透させていくためには、
当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催
するとともに、新規採用時には感染対策研修を実
施することが望ましいです。また、研修の実施内
容についても記録することが必要です。
　なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・
事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修
教材」等を活用するなど、事業所内で行うもので
も差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行って
ください。
　また、平時から、実際に感染症が発生した場合
を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュ
レーション）を定期的（年１回以上）に行うこと
が必要です。訓練においては、感染症発生時にお
いて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定め
た指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分
担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習な
どを実施するものとします。訓練の実施は、机上
を含めその実施手法は問わないものの、机上及び
実地で実施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切です。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

２６
(1) ○

(2) ○

(3)

(4)

２７
(1) ○

(2) ○

(3) ○

(4) ⇒

規定の整備

指定福祉用具貸与事業者は、原則
として、重要事項をウェブサイト
に掲載していますか。

はい・いいえ
・該当なし

【※令和７年４月１日より適用】

　従業者でなくなった後においてもこれらの秘密
を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決め、
例えば違約金についての定めを置くなどの措置を
講じてください。

医療・介護関係事
業者における個人
情報の適切な取扱
いのためのガイダ
ンス安全管理措置

　重要事項を記載した書面を関係者が自由に閲覧
可能な形で事業所内に備え付けることで、(1)の掲
示に代えることができるものです。

平24条例46第92条
（準用9条第2項）

準用（平11老企25
第3・1・3(25)②）

準用（平11老企25
第3・1・3(25)③）

従業者であった者が、正当な理由
がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講じ
ていますか。

サービス担当者会議等において、
利用者の個人情報を用いる場合は
利用者の同意を、利用者の家族の
個人情報を用いる場合は当該家族
の同意を、あらかじめ文書により
得ていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

秘密保持等
従業者は、正当な理由がなく、業
務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らしていませんか。

　秘密を保持すべき旨を就業規則に規定する、誓
約書等をとるなどの措置を講じてください。

規定の名称：

平25規則34第219条
第2項

　この同意については、サービス提供開始時に利
用者及びその家族の代表から包括的に同意を得る
ことで足りるものです。

はい・いいえ
・該当なし

「個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)」、「個人
情報に関する基本方針（平成16年
4月2日閣議決定）及び「医療・介
護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス
(平成29年4月14日個人情報保護委
員会・厚生労働省）」（以下「ガ
イダンス」）に基づき、入所者及
びその家族の個人情報を適切に取
り扱っていますか。

貴事業所が実施する個人情報保護に関する取組に
ついて記入してください。

平24条例46第92条
（準用9条第1項）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第219条
第3項

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第219条
第4項

掲示等
　利用申込者のサービスの選択に資すると認めら
れる重要事項とは、運営規程の概要、福祉用具貸
与事業所の従業者の勤務の体制、事故発生時の対
応、苦情処理の体制等をいいます。

平25規則34第219条
第1項

重要事項を記載した書面を当該事
業所に備え付け、かつ、これをい
つでも関係者に自由に閲覧させて
いますか。

　「感染症の予防及びまん延の防止のための研
修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するとともに、当該事業所にお
ける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケ
アの励行を行うものとします。
　職員教育を組織的に浸透させていくためには、
当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催
するとともに、新規採用時には感染対策研修を実
施することが望ましいです。また、研修の実施内
容についても記録することが必要です。
　なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・
事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修
教材」等を活用するなど、事業所内で行うもので
も差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行って
ください。
　また、平時から、実際に感染症が発生した場合
を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュ
レーション）を定期的（年１回以上）に行うこと
が必要です。訓練においては、感染症発生時にお
いて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定め
た指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分
担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習な
どを実施するものとします。訓練の実施は、机上
を含めその実施手法は問わないものの、机上及び
実地で実施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切です。

事業所の見やすい場所に、利用申
込者のサービスの選択に資すると
認められる重要事項（以下「重要
事項という。」）を掲示していま
すか。

利用者の福祉用具の選択に資する
ため、事業所に、その取り扱う福
祉用具の品名及び品名ごとの利用
料その他の必要事項が記載された
目録等を備え付けていますか。

平24条例46第92条
（準用9条第3項）

個人情報の保護に
関する法律
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

組織体制の整備
研修の実施
その他
（ ）
その都度記録を作成
一括して記録を作成
その他
（ ）
有

（部署名： ）
無

○ 　「個人情報の保護に関する法律」の概要
①

②

③

④

⑤

⑥

○

○ 　用語の定義
・

・

・

○

第三者提供
に係る記録

の方法

苦情対応窓
口の有無

　苦情の処理に努め、そのための体制の整備をす
ること

生存する個人に関する情報であって、その情
報に含まれる氏名、生年月日等により特定の
個人を識別できるもの又は個人識別符号
（DNA、指紋、マイナンバー、被保険者証の記
号・番号等）が含まれるもの

　個人データについては、正確・最新の内容に保
つように努め、漏えい、滅失又はき損の防止等安
全管理措置を講じるとともに、従業者及び委託先
を監督すること（安全管理措置の取組例について
は「ガイダンスⅢ４（２）」を参照）

　第三者に個人データの提供する場合は、あらか
じめ本人の同意を得た上で行い、提供年月日、本
人から同意を得ている旨、当該第三者の氏名又は
名称等、当該個人データにより識別される本人の
氏名等、当該個人データの項目について記録し、
適正に保存すること
　また、第三者から個人データの提供を受ける場
合は、当該第三者の氏名及び住所等、当該第三者
による個人データ取得の経緯について確認した上
で受領し、当該確認した情報、個人データ受領年
月日、同意を得ている旨、当該個人データにより
識別される本人の氏名等、当該個人データの項目
について記録し、適正に保存すること（保存期間
は個人データの作成方法による。最長３年）

個人データ

個人情報

医療・介護関係事
業者における個人
情報の適切な取扱
いのためのガイダ
ンス安全管理措置

「個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)」、「個人
情報に関する基本方針（平成16年
4月2日閣議決定）及び「医療・介
護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス
(平成29年4月14日個人情報保護委
員会・厚生労働省）」（以下「ガ
イダンス」）に基づき、入所者及
びその家族の個人情報を適切に取
り扱っていますか。

　個人情報については、安全管理の観点(第三者の
目につかないようにする等)から、鍵のかかるロッ
カー・キャビネット等への保管が望ましいです。

　利用目的をできる限り特定し、その利用目的の
達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱うこと
（法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の
保護のために必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき等を除く。）

　個人情報は適正な手段により取得し、あらかじ
めその利用目的を明示している場合を除き、速や
かにその利用目的を本人に通知又は公表するこ
と。なお、要配慮個人情報については、事前に本
人の同意を得ること

　保有個人データについては、当該個人情報取扱
事業者の氏名又は名称、利用目的等について、本
人の知り得る状態に置き、本人が利用目的の通
知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用停止等
を求めたときは、適切に対応すること

　改正個人情報保護法（Ｈ29.5.30施行）では、
5,000件以下の個人情報取扱事業者も対象となりま
した。

個人情報データベース等を構成する個人情報
要配慮個人情報
本人の人権、信条、社会的身分、病歴、犯罪
歴、犯罪被害者となった事実、診療録等の診
療記録、健康診断の結果、障害、その他本人
に対する不当な差別、偏見その他不利益が生
じないようにその取扱いに特に配慮を要する
個人情報
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

２８
(1)

２９

(1)

３０
(1) ○

① 苦情を受け付けるための窓口を設置する
②

③

④

(2) ○

○

○

(3)

(4)

(5)

(6)

３１
(1) ○

平25規則34第221条
（準用第32条第2
項）

　苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければ
なりません。

平25規則34第221条
（準用第32条第3
項）

平25規則34第221条
（準用第32条第4
項）

平25規則34第221条
（準用第32条第5
項）

平25規則34第221条
（準用第32条第6
項）

平25規則34第221条
（準用第33条第1
項）

準用（平11老企25
第3・1・3(29)①）

準用（平11老企25
第3・1・3(28)②）

平25規則34第221条
（準用第32条第1
項）

苦情に対する措置の概要について事業所に掲
示し、かつ、ウェブサイトに掲載する

平25規則34第221条
（準用第30条）

準用（平11老企25
第3・1・3(28)①）

平25規則34第221条
（準用第31条）

利用申込者又はその家族にサービスの内容を
説明する文書に苦情に対する措置の概要につ
いても併せて記載する

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事
業所における苦情を処理するために講ずる措
置の概要について明らかにする

　介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に
受け入れる等、市町村との密接な連携に努めるこ
とを規定したものです。
　なお、「市町村が実施する事業」には、介護
サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老
人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協
力を得て行う事業が含まれます。

利用者からの苦情に関して、市町
村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施
する事業に協力するよう努めてい
ますか。

苦情を受け付けた場合には、当該
苦情受付日、その内容等を記録し
ていますか。

　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な
情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま
え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行っ
てください。

　記録の整備については、台帳等を作成し記録す
るとともに、利用者個票等に個別の情報として記
録することが望ましいです。

市町村からの求めがあった場合に
は、(3)の改善の内容を市町村に
報告していますか。

居宅介護支援事業者又はその従業
者に対し、利用者に対して特定の
事業者によるサービスを利用させ
ることの対償として、金品その他
の財産上の利益を供与していませ
んか。

サ－ビスに係る利用者及びその家
族からの苦情に迅速かつ適切に対
応するために、必要な措置を講じ
ていますか。

広告

居宅介護支援事業者に対する利益
供与の禁止

事業所について広告をする場合に
おいては、その内容が虚偽又は誇
大な表現となっていませんか。

苦情処理

市町村が行う文書その他の物件の
提出若しくは提示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは
照会に応じ、利用者からの苦情に
関して市町村が行う調査に協力す
るとともに、指導又は助言を受け
た場合においては、当該指導又は
助言に従って必要な改善を行って
いますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

利用者からの苦情に関して、国民
健康保険団体連合会が行う調査に
協力するとともに、国民健康保険
団体連合会から指導又は助言を受
けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行っ
ていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　「必要な措置」とは、具体的には次のとおりで
す。

国民健康保険団体連合会からの求
めがあった場合には、(5)の改善
の内容を報告していますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

地域との連携等

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(2) ○

３２
(1) ○

(2) ○

(3) ○

(4)

(5) ○

・
・
・

・

３３
(1) ○

①

②

③

④

⑤

(2)

高齢者虐待防止法
第2条

平成24年11月2日消
費者庁消費者安全
課、厚生労働省老
健局振興課ほか緊
急依頼
平成24年11月2日消
費者庁報道発表資
料

　介護ベッドに設置した手すり（サイドレール）
と手すりの間のすき間等に利用者が首を挟み死亡
に至る事故が発生しています。
　使用中の手すりが新ＪＩＳ製品かどうか確認し
てください。新ＪＩＳ製品への取替えが困難な場
合はすき間を埋める対策をとってください。

すき間を埋める対応品を使用する。
クッション材や毛布などですき間を埋める。
サイドレールなどの全体をカバーや毛布で覆
う。
危険な状態になっていないか、定期的にベッ
ド利用者の目視確認を行う。　等

高齢者虐待防止法
第5条

準用（平11老企25
第3・1・3(29)➁）

　高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する
福祉用具貸与事業所が当該高齢者向け集合住宅等
に居住する要介護者に福祉用具貸与を提供する場
合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護
者のみを対象としたサービス提供が行われないよ
う、「提供拒否の禁止」の項目での正当な理由が
ある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地
域の要介護者にもサービス提供を行うよう努めな
ければならないことを定めたものです。

平24条例46第92条
（準用第10条第1
項）

準用（平11老企25
第3・1・3(30)①）

平24条例46第92条
（準用第10条第2
項）

　賠償すべき事態において、速やかに賠償を行う
ため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償
資力を有することが望ましいです。

平24条例46第92条
（準用第10条第3
項）

準用（平11老企25
第3・1・3(30)②）

　事故の状況及び事故に際して採った処置につい
ての記録は、２年間保存しなければなりません。

準用（平11老企25
第3・1・3(30)③）

　事故が発生した場合の対応方法について、あら
かじめ定めておくことが望ましいです。

平25規則34第221条
（準用第33条第2
項）

　介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に
受け入れる等、市町村との密接な連携に努めるこ
とを規定したものです。
　なお、「市町村が実施する事業」には、介護
サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老
人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協
力を得て行う事業が含まれます。

利用者からの苦情に関して、市町
村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施
する事業に協力するよう努めてい
ますか。

事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生
した場合は、市町村、当該利用者
の家族、当該利用者に係る居宅介
護支援事業者等に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じています
か。

利用者に対するサービスの提供に
より賠償すべき事故が発生した場
合は、損害賠償を速やかに行って
いますか。

事故が生じた際にはその原因を解
明し、再発生を防ぐための対策を
講じていますか。

事業所の所在する建物と同一の建
物に居住する利用者に対して指定
福祉用具貸与を提供する場合に
は、当該建物に居住する利用者以
外の者に対しても指定福祉用具貸
与の提供を行うよう努めています
か。

介護ベッドに係わる事故の危険性
及び対応策について、ベッドの貸
与もしくはモニタリングの際に利
用者に説明していますか。

　高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるお
それのある暴行を加えること。
　高齢者を衰弱させるような著しい減食又は
長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職
務上の義務を著しく怠ること。

高齢者虐待防止法
第20条

　高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶
的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷
を与える言動を行うこと。

　「養介護施設従事者等による高齢者虐待」と
は、次のいずれかに該当する行為をいいます。

　高齢者の財産を不当に処分することその他
当該高齢者から不当に財産上の利益を得るこ
と。

事業所の従業員は高齢者虐待を発
見しやすい立場にあることを自覚
し、高齢者虐待の早期発見に努め
ていますか。

　高齢者にわいせつな行為をすること又は高
齢者をしてわいせつな行為をさせること。

高齢者虐待の防止について、従業
者への研修の実施、サービスの提
供を受ける利用者及びその家族か
らの苦情の処理の体制の整備等に
よる虐待の防止のための措置を講
じていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

虐待の防止

(1)の事故の状況及び事故に際し
て採った処置について記録してい
ますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(3) ○

・

・

・

一 〇

平24条例46第92条
（準用第10条の2）

事業所における虐待の防止のため
の対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。）を定期的に
開催するとともに、その結果につ
いて、従業者に周知徹底を図って
いますか。

はい・いいえ
・該当なし

　虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の
保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼ
す可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のた
めに必要な措置を講じなければなりません。虐待
を未然に防止するための対策及び発生した場合の
対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関する法律」（平成１
７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」
という。）に規定されているところであり、その
実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重
が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防
止に関する措置を講じるものとします。

虐待の未然防止
事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対す
る配慮を常に心がけながらサービス提供にあ
たる必要があり、第３条の一般原則に位置付
けられているとおり、研修等を通じて、従業
者にそれらに関する理解を促す必要がありま
す。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に
規定する養介護事業の従業者としての責務・
適切な対応等を正しく理解していることも重
要です。

虐待等の早期発見
事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグ
レクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい
立場にあることから、これらを早期に発見で
きるよう、必要な措置（虐待等に対する相談
体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられ
ていることが望まれます。また、利用者及び
その家族からの虐待等に係る相談、利用者か
ら市町村への虐待の届出について、適切な対
応をしてください。

虐待等への迅速かつ適切な対応
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の
窓口に通報される必要があり、事業者は当該
通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村
等が行う虐待等に対する調査等に協力するよ
う努めてください。

　以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見
に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実
に防止するために次に掲げる事項を実施するもの
とします。

準用（平11老企25
第3・1・3(31)）

虐待の防止のための対策を検討する委員会
　虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・
早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再
発を確実に防止するための対策を検討する委員会
であり、管理者を含む幅広い職種で構成します。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると
ともに、定期的に開催することが必要です。ま
た、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用
することが望まれます。
　一方、虐待等の事案については、虐待等に係る
諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが
想定されるため、その性質上、一概に従業者に共
有されるべき情報であるとは限られず、個別の状
況に応じて慎重に対応することが重要です。
　なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設
置している場合、これと一体的に設置・運営する
こととして差し支えありません。また、事業所に
実施が求められるものですが、他のサービス事業
者との連携等により行うことも差し支えありませ
ん。
　また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとします。こ
の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵
守してください。
　虐待防止検討委員会は、具体的には、次のよう
な事項について検討することとします。その際、
そこで得た結果（事業所における虐待に対する体
制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹
底を図る必要があります。

高齢者虐待の防止について、従業
者への研修の実施、サービスの提
供を受ける利用者及びその家族か
らの苦情の処理の体制の整備等に
よる虐待の防止のための措置を講
じていますか。

はい・いいえ
・該当なし

虐待の発生又はその再発を防止す
るため、次に掲げる措置を講じて
いますか。
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イ

ロ
ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

二 〇

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ
ト
チ

リ

三 〇

四 〇一から三までの措置を適切に
実施するための担当者を置い
ていますか。

事業所における虐待の防止に関する基本的考
え方

虐待の防止のための職員研修に関する基本方
針

利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事
項

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基
本方針

　福祉用具貸与事業所における虐待を防止するた
めの体制として、一から三までに掲げる措置を適
切に実施するため、担当者を置くことが必要で
す。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の
責任者と同一の従業者が務めることが望ましいで
す。
なお 、同一事業所内での複数担当 (※)の兼務や
他の事業所・施設等との担当 (※)の兼務について
は、担当者としての職務に支障がなければ差し支
えありません。ただし、日常的に兼務先の各事業
所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状
況を適切に把握している者など、各担当者として
の職務を遂行する上で支障がないと考えられる者
を選任してください。

事業所において、従業者に対
し、虐待の防止のための研修
を定期的に実施しています
か。

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に
関する事項

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関
する事項
成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

その他虐待の防止の推進のために必要な事項

はい・いいえ
・該当なし

虐待の防止のための従業者に対する研修
　従業者に対する虐待の防止のための研修の内容
としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の
適切な知識を普及・啓発するものであるととも
に、当該福祉用具貸与事業所における指針に基づ
き、虐待の防止の徹底を行うものとします。
　職員教育を組織的に徹底させていくためには、
当該福祉用具貸与事業者が指針に基づいた研修プ
ログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）
を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の
防止のための研修を実施することが重要です。
　また、研修の実施内容についても記録すること
が必要です。研修の実施は、事業所内での研修で
差し支えありません。

はい・いいえ
・該当なし

虐待の防止に関する措置を適切に実施するための
担当者

　虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・
早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再
発を確実に防止するための対策を検討する委員会
であり、管理者を含む幅広い職種で構成します。
構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると
ともに、定期的に開催することが必要です。ま
た、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用
することが望まれます。
　一方、虐待等の事案については、虐待等に係る
諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが
想定されるため、その性質上、一概に従業者に共
有されるべき情報であるとは限られず、個別の状
況に応じて慎重に対応することが重要です。
　なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設
置している場合、これと一体的に設置・運営する
こととして差し支えありません。また、事業所に
実施が求められるものですが、他のサービス事業
者との連携等により行うことも差し支えありませ
ん。
　また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとします。こ
の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵
守してください。
　虐待防止検討委員会は、具体的には、次のよう
な事項について検討することとします。その際、
そこで得た結果（事業所における虐待に対する体
制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹
底を図る必要があります。

事業所における虐待の防止のため
の指針を整備していますか。

はい・いいえ
・該当なし

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に
関すること
虐待の防止のための指針の整備に関すること
虐待の防止のための職員研修の内容に関する
こと
虐待等について、従業者が相談・報告できる
体制整備に関すること
従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町
村への通報が迅速かつ適切に行われるための
方法に関すること

虐待等が発生した場合、その発生原因等の分
析から得られる再発の確実な防止策に関する
こと

前号の再発の防止策を講じた際に、その効果
についての評価に関すること

虐待の防止のための指針
　事業者が整備する「虐待の防止のための指針」
には、次のような項目を盛り込むこととします。
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３４
(1) ○

①

②

③

３５
(1)

(2) ① 福祉用具貸与計画
②

②

③
④

⑤

⑥

○

３６
(1) ○

(1)

(2)
①

②

(3)

　福祉用具貸与事業所における虐待を防止するた
めの体制として、一から三までに掲げる措置を適
切に実施するため、担当者を置くことが必要で
す。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の
責任者と同一の従業者が務めることが望ましいで
す。
なお 、同一事業所内での複数担当 (※)の兼務や
他の事業所・施設等との担当 (※)の兼務について
は、担当者としての職務に支障がなければ差し支
えありません。ただし、日常的に兼務先の各事業
所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状
況を適切に把握している者など、各担当者として
の職務を遂行する上で支障がないと考えられる者
を選任してください。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担
当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者
（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再
発を防止するための措置を適切に実施するための
担当者、虐待の発 生又はその再発を防止するため
の措置を適切に実施するための担当者

条例第91条の2第2号の規定による身体的拘束
等の態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

規則第221条において準用する第16条第2項の
規定による提供した具体的なサービスの内容
等の記録

規則第221条において準用する第22条の規定に
よる市町村への通知に係る記録

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第220条
第2項

平11老企25第3・
11・3(9)

平25規則34第220条
第1項

「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会
福祉法人会計基準の取扱いについて」（平成
24年3月29日　老高発第0329第1号）

「介護保険の給付対象事業における会計の区
分について」（平成13年3月28日老振発第18
号）

平25規則34第221条
（準用第34条）

準用（平11老企25
第3・1・3(32)）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

作成、保存その他これらに類する
もののうち、書面（書面、書類、
文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚
によって認識することができる情
報が記載された紙その他の有体物
をいう。）で行うことが規定され
ている又は想定されるものについ
ては、書面に代えて、当該書面に
係る電磁的記録により行っていま
すか。

利用者に対するサービスの提供に
関する右の諸記録を整備し、その
完結の日から２年間保存していま
すか。

条例第92条において準用する条例第10条第2項
の規定による事故の状況及び事故に際して
採った処置についての記録

電磁的記録等

電磁的記録による作成は、事業者等の使用に
係る電子計算機に備えられたファイルに記録
する方法または磁気ディスク等をもって調製
する方法によること。

従業者、設備、備品及び会計に関
する諸記録を整備していますか。

規則第221条において準用する第32条第2項の
規定による苦情の内容等の記録

事業所ごとに経理を区分するとと
もに、当該事業の会計とその他の
事業の会計を区分していますか。

会計の区分

書面に記載されている事項をスキャナ等
により読み取ってできた電磁的記録を事
業者等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク等をもっ
て調製するファイルにより保存する方法

「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契
約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、
利用者の死亡、利用者の自立等）により一連の
サービス提供が終了した日を指すものとします。

規則第218条第4項の規定による結果等の記録

記録の整備

平25規則34第232条
第1項

平11老企25第5・1

電磁的記録による保存は、以下のいずれかの
作成された電磁的記録を事業者等の使用
に係る電子計算機に備えられたファイル
又は磁気ディスク等をもって調製する
ファイルにより保存する方法

　事業者等の書面の保存等に係る負担の軽減を図
るため、事業者等は、書面（被保険者証に関する
ものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁
的記録により行うことができることとしたもので
す。

　具体的な会計処理の方法等については、次の通
知に基づき適切に行ってください。

「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等
の取扱いについて」（平成12年3月10日老計第
8号）

その他、電磁的記録により行うことができる
とされているものは、(1)及び(2)に準じた方
法によること。
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(4)

(2) ○

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

１
(1)

１
(1)

平24条例47第80条
の2

はい・いいえ
・該当なし

平24条例47第81条
第2項

介護予防福祉用具貸与の事業は、
その利用者が可能な限りその居宅
において、自立した日常生活を営
むことができるよう、利用者の心
身の状況、希望及びその置かれて
いる環境等を踏まえた適切な福祉
用具の選定の援助、取付け、調整
等を行い、福祉用具を貸与するこ
とにより、利用者の生活機能の維
持又は改善を図るものとなってい
ますか。

第２－２　人員に関する基準（介護予防福祉用具貸与）

その他、基準第183 条第2項及び予防基準第90
条第２項において電磁的方法によることがで
きるとされているものは、(1)から(3)までに
準じた方法によること。ただし、基準若しく
は予防基準又はこの通知の規定により電磁的
方法の定めがあるものについては、当該定め
に従うこと。

作成、保存その他これらに類する
もののうち、書面（書面、書類、
文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚
によって認識することができる情
報が記載された紙その他の有体物
をいう。）で行うことが規定され
ている又は想定されるものについ
ては、書面に代えて、当該書面に
係る電磁的記録により行っていま
すか。

はい・いいえ
・該当なし

また、電磁的記録により行う場合は、個人情
報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等
を遵守すること。

人員基準
介護予防福祉用具貸与事業者が福
祉用具貸与事業者、特定福祉用具
販売事業者、特定介護予防福祉用
具販売事業者の指定を併せて受
け、かつ、介護予防福祉用具貸与
事業とこれらの事業とが同一の事
業所において一体的に運営されて
いる場合については、これらの事
業における福祉用具専門相談員の
基準を満たすことをもって、介護
予防福祉用具貸与事業における当
該基準を満たしているものとみな
すことができます。

　利用者及びその家族等（以下「利用者等」とい
う。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽
減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが
規定されている又は想定される交付等（交付、説
明、同意、承諾、締結その他これに類するものを
いう。）について、事前に利用者等の承諾を得た
上で、次に掲げる電磁的方法によることができる
こととしたものです。

電磁的方法による交付は、基準第3条の7第2項
から第6項まで及び予防基準第11条第2項から
第6項までの規定に準じた方法によること。

第２－１　基本方針（介護予防福祉用具貸与）

また、電磁的方法による場合は、個人情報保
護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのための
ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵
守すること。

基本方針

電磁的方法による同意は、例えば電子メール
により利用者等が同意の意思表示をした場合
等が考えられること。なお、「押印について
のＱ＆Ａ（令和2年6月19日内閣府・法務省・
経済産業省）」を参考にすること。

電磁的方法による締結は、利用者等・事業者
等の間の契約関係を明確にする観点から、書
面における署名又は記名・押印に代えて、電
子署名を活用することが望ましいこと。な
お、「押印についてのＱ＆Ａ（令和2年6月19
日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に
すること。

平25規則34第232条
第2項

平11老企25第5・1

指定居宅サービス事業者の提供に
当たる者は、交付、説明、同意、
承諾、締結その他これらに類する
もの（以下「交付等」という。）
のうち、書面で行うことが規定さ
れている又は想定されるものにつ
いては、当該交付等の相手方の承
諾を得て、書面に代えて、電磁的
方法（電子的方法、磁気的方法そ
の他人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。）によ
り行っていますか。
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

１
(1)

１

(1)

(2)

２

(1) ○

(2)

(3)

(4) ○ 　利用者ができないことを単に補う形でのサービ
ス提供は、かえって利用者の生活機能の低下を引
き起こし、サービスへの依存を生み出している場
合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可
能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本と
して、利用者のできる能力を阻害するような不適
切なサービス提供をしないよう配慮してくださ
い。

　サービスの提供に当たっては、一人一人の高齢
者ができる限り要介護状態にならないで自立した
日常生活を営むことができるよう支援することを
目的として行われるものであることに留意しつつ
行ってください。

提供するサービスの質の評価を行
い、常にその改善を図っています
か。

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、利
用者ができる限り要介護状態とな
らないで自立した日常生活を営む
ことができるよう支援をすること
を目的とするものであることを常
に意識していますか。

はい・いいえ
・該当なし

利用者がその有する能力を最大限
活用することができるような方法
によるサービスの提供に努めるこ
ととし、利用者が有する能力を阻
害する等の不適切なサービス提供
を行わないよう配慮しています
か。

平11老企25第4・
3・9(1)②

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

介護予防福祉用具貸与は、利用者
の介護予防に資するよう、その目
標を設定し、計画的に行われてい
ますか。

利用申込者が介護保険法施行規則
第83条の9各号のいずれにも該当
しないときは、当該利用申込者又
はその家族に対し、介護予防サー
ビス計画の作成を介護予防支援事
業者に依頼する旨を市町村に対し
て届け出ること等により、介護予
防サービス費の支給を受けること
ができる旨を説明していますか。

介護予防福祉用具貸与事業者が福
祉用具貸与事業者の指定を併せて
受け、かつ、介護予防福祉用具貸
与事業と福祉用具貸与事業とが同
一の事業所において一体的に運営
されている場合については、福祉
用具貸与事業における設備及び備
品等の基準を満たすことをもっ
て、介護予防福祉用具貸与事業に
おける当該基準を満たしているも
のとみなすことができます。

平24条例47第83条
の2第4項

平24条例47第83条
の2第1項

平24条例47第83条
の2第3項

平25規則35第207条
(準用第26条)

介護予防サービス費の支給を受け
るための援助

第２－４　運営に関する基準（介護予防福祉用具貸与）

平25規則35第199条
第3項

設備基準

介護予防福祉用具貸与の基本取扱
方針

介護予防福祉用具貸与事業者が福
祉用具貸与事業者、特定福祉用具
販売事業者、特定介護予防福祉用
具販売事業者の指定を併せて受
け、かつ、介護予防福祉用具貸与
事業とこれらの事業とが同一の事
業所において一体的に運営されて
いる場合については、これらの事
業における福祉用具専門相談員の
基準を満たすことをもって、介護
予防福祉用具貸与事業における当
該基準を満たしているものとみな
すことができます。

平11老企25第4・
3・9(1)①

介護予防支援事業者に関する情報
を提供すること等その他の介護予
防サービス費の支給を受けるため
に必要な援助を行っていますか。

第２－３　設備に関する基準（介護予防福祉用具貸与）

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平24条例47第83条
の2第2項
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

３

(1)

(2)

(3)

(4) 〇

(5)

(6) ○はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則35第209条
第4号

福祉用具であって法第8条の2第11
項に規定する特定介護予防福祉用
具に該当するもの（以下「対象福
祉用具」という。）に係る指定介
護予防福祉用具貸与の提供に当
たっては、利用者が指定介護予防
福祉用具貸与又は指定特定介護予
防福祉用具販売のいずれかを選択
することができることについて十
分な説明を行った上で、利用者の
当該選択に当たって必要な情報を
提供するとともに、医師、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士、
介護予防サービス計画の原案に位
置付けた指定介護予防サービス等
の担当者その他の関係者の意見及
び利用者の身体の状況等を踏ま
え、提案を行っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

　対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与
の提供に当たっては、規定に基づき、福祉用具貸
与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選
択できることや、それぞれのメリット及びデメ
リット等、利用者の選択に当たって必要な情報を
提供しなければなりません。
　また、提案に当たっては、利用者の身体状況や
生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援
事業所の担当職員支援事業所の担当職員（指定居
宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業所
の場合にあっては、介護支援専門員。以下同
じ。）、介護予防サービス計画の原案に位置づけ
た指定介護予防サービス等の担当者等から聴取し
た意見又は、退院・退所時カンファレンス又は
サービス担当者会議といった多職種による協議の
結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通し
を勘案するものとします。
　なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を
介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴
取するものとしますが、利用者の安全の確保や自
立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を
行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場
合は、この限りではありません。

　「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故
障時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具
の製造事業者、介護予防福祉用具貸与事業者等の
作成した取扱説明書をいいます。
　自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面
から注意が必要な福祉用具については、利用者又
は家族等が日常的に行わなければならない衛生管
理（洗浄、点検等）について十分説明してくださ
い。

平11老企25第4・
3・9(2)②

平25規則35第209条
第1号

介護予防福祉用具貸与の具体的取
扱方針
サービスの提供に当たっては、主
治の医師又は歯科医師からの情報
伝達やサービス担当者会議を通じ
る等の適切な方法により、利用者
の心身の状況、希望及びその置か
れている環境等利用者の日常生活
全般の状況の的確な把握を行い、
福祉用具が適切に選定され、か
つ、使用されるよう、専門的知識
に基づき相談に応じるとともに、
目録等の文書を示して福祉用具の
機能、使用方法、利用料、全国平
均貸与価格等に関する情報を提供
し、個別の福祉用具の貸与に係る
同意を得ていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、介
護予防福祉用具貸与計画に基づ
き、利用者が日常生活を営むのに
必要な支援を行っていますか。

サービスの提供に当たっては、懇
切丁寧に行うことを旨とし、利用
者又はその家族に対し、サービス
の提供方法等について、理解しや
すいように説明を行っています
か。

サービスの提供に当たっては、貸
与する福祉用具の機能、安全性、
衛生状態等に関し、点検を行って
いますか。

平25規則35第209条
第5号

平25規則35第209条
第2号

平25規則35第209条
第3号

サービスの提供に当たっては、利
用者の身体の状況等に応じて福祉
用具の調整を行うとともに、当該
福祉用具の使用方法、使用上の留
意事項、故障時の対応等を記載し
た文書を利用者に交付し、十分な
説明を行った上で、必要に応じて
利用者に実際に当該福祉用具を使
用させながら使用方法の指導を
行っていますか。

平25規則35第209条
第6号

平11老企25第4・
3・9(2)③

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(7) ○

(8)

(9)

(10) ○

４
(1) ○

○

(2) ○

(3)

(4) ○

平24条例47第83条
の3第2号

平11老企25第4・
3・9(2)⑤

平11老企25第4・
3・9(3)②

平11老企25第4・
3・9 (3)③

　利用者が適切な福祉用具を選択するための情報
の提供に当たっては、現在の利用者の心身の状況
及びその置かれている環境等に照らして行ってく
ださい。

　介護予防福祉用具貸与計画を作成後に介護予防
サービス計画が作成された場合は、当該介護予防
福祉用具貸与計画が介護予防サービス計画に沿っ
たものであるか確認し、必要に応じて変更してく
ださい。

福祉用具専門相談員は、利用者の
日常生活全般の状況及び希望を踏
まえて、介護予防福祉用具貸与の
目標、当該目標を達成するための
具体的なサービスの内容、サービ
スの提供を行う期間、介護予防福
祉用具貸与計画の実施状況の把握
（以下この条において「モニタリ
ング」という。）を行う時期等を
記載した介護予防福祉用具貸与計
画を作成していますか。

平24条例47第83条
の3第1号

平25規則35第210条
第3項

平25規則35第210条
第4項

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　福祉用具の修理については、専門的な技術を有
する者に行わせても差し支えありませんが、この
場合にあっても、福祉用具専門相談員が責任を
もって修理後の点検を行ってください。
　特に、自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管
理の面から注意が必要な福祉用具については、当
該福祉用具の製造業者が規定するメンテナンス要
領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛生管
理、保守・点検を確実に実施してください。

　特定介護予防福祉用具販売の利用がある場合
は、特定介護予防福祉用具販売計画と一体のもの
として作成してください。

　介護予防福祉用具貸与計画は、利用者の心身の
状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて
作成されなければならないものであり、サービス
内容等への利用者の意向の反映の機会を保障する
ため、福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具
貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説明
した上で利用者の同意を得なければならず、ま
た、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び
当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなけれ
ばなりません。
　なお、介護予防福祉用具貸与計画は、完結の日
から２年間保存しなければなりません。

福祉用具専門相談員は、介護予防
福祉用具貸与計画の作成に当たっ
ては、その内容について利用者又
はその家族に対して説明し、利用
者の同意を得ていますか。

福祉用具専門相談員は、介護予防
福祉用具貸与計画を作成した際に
は、当該介護予防福祉用具貸与計
画を利用者及び当該利用者に係る
介護支援専門員に交付しています
か。

平25規則35第209条
第8号

介護予防福祉用具貸与計画の作成

介護予防福祉用具貸与計画は、既
に介護予防サービス計画が作成さ
れている場合は、当該計画の内容
に沿って作成していますか。

サービスの提供に当たっては、利
用者の身体の状況等に応じて福祉
用具の調整を行うとともに、当該
福祉用具の使用方法、使用上の留
意事項、故障時の対応等を記載し
た文書を利用者に交付し、十分な
説明を行った上で、必要に応じて
利用者に実際に当該福祉用具を使
用させながら使用方法の指導を
行っていますか。

指定介護予防福祉用具貸与の提供
に当たっては、当該利用者又は他
の利用者等の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体的拘束等を行っていま
せんか。

身体的拘束等を行う場合には、そ
の態様及び時間、その際の利用者
の心身の状況並びに緊急やむを得
ない理由を記録していますか。

平25規則35第210条
第2項

平25規則35第209条
第7号

平11老企25第4・
3・9(2)④

サービスの提供に当たっては、利
用者等からの要請等に応じて、貸
与した福祉用具の使用状況を確認
し、必要な場合は、使用方法の指
導、修理等を行っていますか。

指定介護予防福祉用具貸与の提供
に当たっては、同一種目における
機能又は価格帯の異なる複数の福
祉用具に関する情報を利用者に提
供していますか。

　介護予防福祉用具貸与計画作成に当たっては、
主治の医師等からの情報伝達及びサービス担当者
会議等を通じ、「利用者の自立の可能性を最大限
引き出す支援を行う」ことを基本として、福祉用
具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機
種を選定した理由、 当該介護予防福祉用具貸与計
画の実施状況の把握（以下④において「モニタリ
ング」という。）を行う時期等を明らかにしてく
ださい。その他、関係者間で共有すべき情報（福
祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留
意事項に記載してください。
　なお、介護予防福祉用具貸与計画の様式につい
ては、事業所ごとに定めるもので差し支えありま
せん。

平11老企25第4・
3・9(3)①

平25規則35第210条
第1項
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(5) ○

(6)

(7)

(8)

５

１
(1) ①

②

③

④
⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

○

平11老企25第4・
3・9 (3)④

　(5)から(7)までは、福祉用具専門相談員に対し
て、介護予防福祉用具貸与計画に記載した時期に
モニタリングを行うとともに、その際、介護予防
サービスの提供状況等について記録し、その記録
を指定介護予防支援事業者に報告することを義務
づけるものです。当該報告は、介護予防支援事業
者において、介護予防福祉用具貸与が介護予防
サービス計画に即して適切に提供されているかど
うか、また、当該介護予防福祉用具貸与計画策定
時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、
利用中の福祉用具が適切かどうかなどを確認する
ために行うものです。福祉用具専門相談員は、当
該 モニタリングの結果により、解決すべき課題の
変化が認められるなどの場合においては、当該担
当する介護予防支援事業者とも相談の上、必要に
応じて当該介護予防福祉用具貸与計画の変更を
行ってください。
　また、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用
具貸与の提供に当たっては、利用開始時から６月
以内に少なくとも１回モニタリングを行い、福祉
用具の利用の必要性を確認するとともに、必要に
応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提
供を行ってください。当該検討に当たっては、リ
ハビリテーション会議又はサービス担当者会議と
いった多職種が協議する場を活用するほか、関係
者への聴取による方法も考えられます。なお、や
むを得ない事情により利用開始時から６月以内に
モニタリングを実施できなかった場合について
は、実施が可能となった時点において、可能な限
り速やかにモニタリングを実施してください。

平25規則35第210条
第6項

平25規則35第210条
第5項

平25規則35第210条
第7項

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

福祉用具専門相談員は、モニタリ
ングの結果を記録し、当該記録を
当該サービスの提供に係る介護予
防サービス計画を作成した介護予
防支援事業者に報告しています
か。

　介護予防福祉用具貸与計画は、利用者の心身の
状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて
作成されなければならないものであり、サービス
内容等への利用者の意向の反映の機会を保障する
ため、福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具
貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説明
した上で利用者の同意を得なければならず、ま
た、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び
当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなけれ
ばなりません。
　なお、介護予防福祉用具貸与計画は、完結の日
から２年間保存しなければなりません。

当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の
請求に関する事項

福祉用具専門相談員は、(1)から
(4)までの規定について、介護予
防福祉用具貸与計画の変更につい
ても、同様に取り扱っています
か。

福祉用具専門相談員は、介護予防
福祉用具貸与計画に基づくサービ
ス提供の開始時から、必要に応
じ、当該介護予防福祉用具貸与計
画の実施状況の把握（以下「モニ
タリング」という。）を行ってい
ますか。この場合において、対象
福祉用具に係る指定介護予防福祉
用具貸与の提供に当たっては、介
護予防福祉用具貸与計画に基づく
サービスの提供の開始時から６月
以内に少なくとも１回モニタリン
グを行い、その継続の必要性につ
いて検討を行っていますか。

福祉用具専門相談員は、モニタリ
ングの結果を踏まえ、必要に応じ
て介護予防福祉用具貸与計画の変
更を行っていますか。

平25規則35第210条
第8項

事業所の名称及び所在地
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにそ
の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

当該事業を廃止し、又は休止しようとするとき
は、その廃止又は休止の日の１月前までに、その
旨を市長（市福祉部介護保険課）に届け出てくだ
さい。

法第75条第1項

運営規程

役員の氏名、生年月日及び住所

事業所の名称及び所在地その他右
記の事項に変更があったとき、又
は事業を再開したときは、10日以
内にその旨を市長（市福祉部介護
保険課）に届け出ていますか。

申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明
書又は条例等（当該福祉用具貸与の指定に係る事
業に関するものに限る。）

事業所の平面図及び設備の概要
事業所の管理者の氏名,生年月日,住所及び経歴
福祉用具の保管及び消毒の方法（他の事業者に行
わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及
び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関す
る契約の内容）

変更の届出等

第３　変更の届出等

その他運営基準は、福祉用具貸与
事業の運営基準と同様です。

法第75条第2項
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

１
(1) ○

○

２
(1)

①

②

③

④

⑤

○

○

ア

イ

ウ

(2)

・整備届出事項→法令遵守責任者
・届出書の記載すべき事項
→名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代
表者氏名等、法令遵守責任者氏名等

事業所数20未満

すべての指定事業所が１の都道府県に所在する事
業者
→都道府県知事

すべての指定事業所が1の指定都市の区域に所在す
る事業者
→指定都市の長

地域密着型（介護予防）サービス事業のみを行う
事業者であって、すべての事業所が川越市に所在
する事業者
→川越市長（市福祉部介護保険課）

事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者
は、「地方厚生局の管轄区域」を参照し、事業所
等がいくつの地方厚生局管轄区域に所在している
か確認してください。

　原則として、前年度に介護サービスの対価とし
て支払を受けた金額が100万円を超えるサービスが
対象となります。

事業者が整備等する業務管理体制の内容は次のと
おりです。

・整備届出事項→法令遵守責任者、法令遵守
規程

事業所数20以上100未満

・届出書の記載すべき事項
→名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代
表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵
守規程の概要

事業所数100以上
・整備届出事項
→法令遵守責任者、法令遵守規程、業務執行
監査の定期的実施

・届出書の記載すべき事項
→名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代
表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵
守規程の概要、業務執行監査の方法の概要

業務管理体制（法令等遵守）につ
いての考え(方針)を定め、職員に
周知していますか。

はい・いいえ
・該当なし

（法第115条の32第
1項、第2項）

川越市介護保険規
則第47条

法第115条の35第1
項

業務管理体制の整備
業務管理体制を適切に整備し、関
係行政機関に届け出ていますか。

指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在
する事業者
→厚生労働大臣

指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、２
以下の地方厚生局に所在する事業者
→主たる事務所の所在地の都道府県知事

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

（届出先）

届出年月日

届出先

　新規事業所は基本情報のみ報告し、既存事業所
は基本情報と運営情報を報告します。

第４　その他

指定情報公表センターへ年１回、
基本情報と運営情報を報告すると
ともに、見直しを行っています
か。

介護サービス情報の公表

施行規則第140条の
44
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自主点検項目 点検結果 記入欄及び点検のポイント 根拠法令等

(3) ○
る

①
②
③

④
⑤
⑥

(4) はい・いいえ
・該当なし

利用者からの相談・苦情等に法令等違反行為
に関する情報が含まれているものについて、
内容を調査し、関係する部門と情報共有を
図っている。

はい・いいえ
・該当なし

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

業務管理体制（法令等遵守）につ
いて、具体的な取組を行っていま
すか。

①から⑥のうち、行っている具体的な取組（例）
に○をするとともに、⑥については、その内容を
記入してください。

介護報酬の請求等のチェックを実施
内部通報、事故報告に対応している

業務管理体制（法令等遵守）についての研修
法令遵守規程を整備している

業務管理体制（法令等遵守）の取
組について、評価・改善活動を
行っていますか。
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１
(1)

〇

２

※

３

※

４

５

(1) ○

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業
所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、
指定居宅サービス基準第37条の2（指定居宅サービ
ス等基準第39条の2において準用する場合を含
む。）に規定する措置を講じていない場合に、利
用者全員について所定単位数から減算することと
なります。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討
する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐
待防止のための指針を整備していない、高齢者虐
待防止のための年1回以上の研修を実施していない
又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための
担当者を置いていない事実が生じた場合、速やか
に改善計画を市長に提出した後、事実が生じた月
から3月後に改善計画に基づく改善状況を市長に報
告することとし、事実が生じた月の翌月から改善
が認められた月までの間について、利用者全員に
ついて所定単位数から減算することとします。

令和９年３月３１日までは適用し
ない

福祉用具貸与を行った場合に、現
に福祉用具貸与に要した費用の額
を当該福祉用具貸与事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除
して得た単位数（1単位未満の端
数があるときは、これを四捨五入
して得た単位数）で算定していま
すか。
ただし、１月当たりの平均貸与件
数が100件以上となったことのあ
る福祉用具に係る指定福祉用具貸
与については、別に厚生労働大臣
が定める福祉用具貸与の基準を満
たさない指定福祉用具貸与を行っ
た場合は、福祉用具貸与費は算定
しません。

【経過措置】

【厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準】
　福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当た
り、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸
与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加
えることで算出される額を超えないこと。

平30厚労告80（参考）全国平均貸与価格及び貸与
価格の上限の掲載先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

要介護１の者等に係る福祉用具貸
与費
要介護状態区分が要介護1である
者に対して、使用が想定しにくい
右の福祉用具貸与の種目を貸与し
た場合、福祉用具貸与費を算定し
ていませんか。

はい・いいえ
・該当なし

対象外種目 平12厚告19別表11
注6

平12老企36第2・
9(4)

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属
品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘
徊感知機器、移動用リフト（つり具の部分を除
く。）、自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸
引する機能のものを除く。）

根拠法令等記入欄及び点検のポイント

第５　介護給付費の算定及び取扱い

福祉用具貸与費の算定
はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表11

自主点検項目

平30厚老告80

【経過措置】

平12老企36第2・
9(1)（2(10)参照）

別に厚生労働大臣が定める基準を
満たさない場合は、業務継続計画
未策定減算として、所定単位数の
100分の１に相当する単位数を所
定単位数から減算していますか。

はい・いいえ
・該当なし

【厚生労働大臣が定める基準】
　指定居宅サービス等基準第205条において準用する指
定居宅サービス等基準第30条の2第1項に規定する基準に
適合していること。

別に厚生労働大臣が定める基準を
満たさない場合は、高齢者虐待防
止措置未実施減算として、所定単
位数の100分の１に相当する単位
数を所定単位数から減算していま
すか。

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表11
の注1

【厚生労働大臣が定める基準】
　指定居宅サービス等基準第205条において準用する指
定居宅サービス等基準第37条の2に規定する基準に適合
していること。

平27厚労告95・44
の4

高齢者虐待防止措置未実施減算について

平27厚労告95・44
の5

平12厚告19別表11
の注2

令和７年３月３１日までは適用し
ない

業務継続計画未策定減算については、指定居宅
サービス等基準第30条の2第1項（指定居宅サービ
ス等基準第39条の3において準用する場合を含
む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた
場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じ
た日が月の初日である場合は当該月）から基準を
満たない状況が解消されるに至った月まで、当該
事業所の利用者全員について、所定単位数から減
算することとします。

平12老企36第2・
9(2)（2(11)参照）

搬出入に要する費用は、現に福祉
用具貸与に要した費用に含まれる
ものとしていますか。

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表11
の注3

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
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(2) ○

①

②

③

ア

イ

ウ

注

○

①

②

括弧内の状態は、あくまでもア～ウの状
態の者に該当する可能性のあるものを例
示したにすぎない。また、逆に括弧内の
状態以外の者であっても、ア～ウの状態
であると判断される場合もありうる。

ただし、「日常生活範囲における移動の支援
が特に必要と認められる者」及び「生活環境
において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査結果がないた
め、主治の医師から得た情報及び福祉用具専
門相談員のほか軽度者の状態像について適切
な助言が可能な者が参加するサービス担当者
会議等を通じた適切なケアマネジメントによ
り居宅介護支援事業者が判断することとな
る。
なお、この判断の見直しについては、居宅
サービス計画に記載された必要な理由を見直
す頻度（必要に応じて随時）で行うこととす
る。

平12老企36第2・
9(4)

原則として認定調査票のうち基本調査の直近
の結果を用い、その要否を判断するものとす
る。

厚生労働大臣が定める者（利用者等告示第31号の
イ）で定める状態像に該当する者については、軽
度者（要介護１の者をいう。ただし、自動排泄処
理装置については、要介護１、要介護２及び要介
護３の者をいう。以下において同じ）であって
も、その状態像に応じて利用が想定される対象外
種目について福祉用具貸与費の算定が可能であ
り、その判断については、次のとおりとします。

基本調査結果による判断については、次に定める
方法によります。なお、当該確認に用いた文書等
については、サービス記録と併せて保存してくだ
さい。

当該軽度者の担当である居宅介護支援事業者
から当該軽度者の認定調査票について必要な
部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認
及び本人確認ができる部分並びに基本調査の
回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部
分）の写し（以下「調査票の写し」という）
の内容が確認できる文書を入手することによ
ること。

当該軽度者に担当の居宅介護支援事業者がい
ない場合にあっては、当該軽度者の調査票の
写しを本人に情報開示させ、それを入手する
こと。

平12老企36第2・
9(4)

①にかかわらず、次のア～ウまでのいずれか
に該当する旨が医師の医学的な所見に基づき
判断され、かつ、サービス担当者会議等を通
じた適切なケアマネジメントにより福祉用具
貸与が特に必要である旨が判断されている場
合にあっては、これらについて、市町村が書
面等確実な方法により確認することにより、
その要否を判断することができる。この場合
において、当該医師の医学的な所見について
は、主治医意見書による確認のほか、医師の
診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した
居宅サービス計画に記載する医師の所見によ
り確認する方法でも差し支えない。

疾病その他の原因により、状態が変動し
やすく、日によって又は時間帯によっ
て、頻繁に利用者等告示第31号のイに該
当する者（例：パーキンソン病の治療薬
によるON・OFF）

疾病その他の原因により、状態が急速に
悪化し、短期間のうちに利用者等告示第
31号のイに該当することが確実に見込ま
れる者（例：がん末期の急速な状態悪
化）

疾病その他の原因により、身体への重大
な危険性又は症状の重篤化の回避等医学
的判断から利用者等告示第31号のイに該
当すると判断できる者（例：ぜんそく発
作等による呼吸不全、心疾患による心不
全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）

要介護状態区分が要介護１、要介
護２又は要介護３である者に対し
て、自動排泄処理装置（尿のみを
自動的に吸引する機能のものを除
く）に係る福祉用具貸与を行った
場合に、福祉用具貸与費を算定し
ていませんか。

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表11
注4

平成27厚労告94第
31号



６

７

８

当該軽度者に担当の居宅介護支援事業者がい
ない場合にあっては、当該軽度者の調査票の
写しを本人に情報開示させ、それを入手する
こと。

福祉用具貸与のサービス種類相互
の算定関係
特定施設入居者生活介護費（短期
利用特定施設入居者生活介護費を
算定する場合を除く）又は認知症
対応型共同生活介護費（短期利用
認知症対応型共同生活介護費を算
定する場合を除く）、地域密着型
特定施設入居者生活介護費（短期
利用地域密着型特定施設入居者生
活介護費を算定する場合を除
く。）もしくは地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護費を算
定している場合は、福祉用具貸与
費を算定していませんか。

はい・いいえ
・該当なし

介護予防特定施設入居者生活介護
費（介護予防短期利用特定施設入
居者生活介護費を算定する場合を
除く）又は介護予防認知症対応型
共同生活介護費（介護予防短期認
知症対応型利用共同生活介護費を
算定する場合を除く）を算定して
いる場合は、介護予防福祉用具貸
与費は、算定していませんか。

平12厚告19別表11
注7

介護予防福祉用具貸与費の算定
介護予防福祉用具貸与費の算定に
ついては、前述「第5　介護給付
費の算定及び取扱い」の1～5を参
照してください。

介護予防福祉用具貸与のサービス
種類相互の算定関係

はい・いいえ
・該当なし

平18厚労告127別表
11注7

平18厚労告127別表
11


